
論

説
ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
に

お
け

る
司
法
実
務
修

習

お
よ
び

判
事

補

の
養
成

教
育

目

次

は

じ

め

に

第

一
章

司
法
実
務
修
習

一

序

二

司
法
実
務
修
習
運
営
委
員
会

三

修
習
生

の
採
用
等

四

修
習
の
内
容

五

修
習
生

の
労
働
負
担
過
重
問
題

六

修
習
の
終
了
と
そ
の
後

の
進
路

七

結

語

第

二
章

判
事
補
の
養
成
教
育

一

序
-ー
1
裁
判
官
歴
の
概
観

二

判
・事
補
候
補
生
の
採
用

萩

原

金

美
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六 五 四 三

候
補
生
の
執
務

と
そ
の
成
績
評
価

候
補
生
の
執
務
の
内
容

判
事
補

へ
の
任
命
と
そ
の
職
務

結

語

お

わ

り

に

20C20)

 

は

じ

め

に

本
稿

は
・

ス
ウ

ェ
ー
デ

ソ
に
お
け
喬

法
霧

修
翼

よ
び
判
蒲

の
蔑

塾

目
に
関
す

る
紹
介
的
記
述

で
、
拙
稿

「
ス
ウ

、
i
デ

ソ

に
お
け
る
法
学
警

と
法
学
教

師
」
(本
誌

天

巻
毒

〔
冗

八
三
年
]
所
収
)

の
続
稿
と
い
う
べ
き
も

の
で
あ

⇔
。

前
稿
と
と
も
に
箸

の
・

ス
ウ

ェ
ー
デ

ソ
司
法
と
く

に
そ

の
栽
判
官

の
任
傘

護

制
度
を

め
ぐ
る
研
究

の

蔀

を
成
す

.」
と
に
な
る
が
、
前
稿

と
異
な
皇

つ
の
中
核
部
分
奮

め
る
と

い

っ
て
よ
い
。

な
お
、
箸

(
の
護

的
、、心図
)
と
し
て
は
、
本
稿
が

わ
が
国
に
お
け
る
司
法
研
修
所

の
関
係

者
そ

の
他
法
曹
護

教
育

に
関

心
を
有
す

る
方

々
に
よ

っ
て
読

ま
れ
、

い
さ
さ
か
な
り
と
も
わ
が
国

の
法
曹
護

警

に
有
用
姦

見
を

つ
　
ゆ
　

提

供

で
き

る

こ
と
を
願

っ
て

い
る
。

(前注)P鱗

曇

惹

詳

翻

縣

一縫

法彰

鮮
、-』鷹

鰭

鰭

獺

蠣

驚

韓

での羅

ル
ソ
ド
大
学
等

に
お
い
て
。

S

・
メ
リ
ー
ソ

(oo
け霞

Φ

竃
①
一ヨ
)
1ー
ル
ソ
ド

地
方
裁
判
所
判
事

一
九
八
二
年

一
二
月
二
八

日
、
同
地
裁

に
お
い
て
。

E

.
三

ペ
リ

↓

(
閏
ユ
四
巳

〉
巷
Φ
ぎ

)
斐

マ

ネ
お
よ
び
ブ

¥

キ

ソ
ゲ
高
等
裁
判
所
判

事

一
九
八

一
年

三

月
三
日
、
同
山、同
整

お
い
て
。

M

・
ス
ミ

・
ク
ラ
ス

(ζ
帥
喜

ω
ヨ
三

匿
亘

昆

ン
ド
地
裁
司
法
霧

修
習
生

右

の
期

間
随
時
、
同
地
裁

に
お
い
て
。

M

・
R

.
ボ
ー
リ

ェ
ソ
ソ

(葦

b・
ヵ
き

・
謡

9

…
§

)
蘭

法
行
政
庁
長
官

お
よ
び
L

.
フ

ォ
ン

・
ク
ノ
リ

ン
グ

(H
鋤
『
・。
<
.
ロ

内
昌
。
噌
『一瓢
・q
)
"
同
庁
広

報
担
当
官

一
九
八
一
一年

一
刀

一
四
日
、
同
庁

に
お
い
て
。

(順
不
同
、
肩
書
は
い
ず
れ
も
当
時

の
も

の
)



第

一
章

司
法

実

務
修

習

スウx`デ ンにおける司法実務修習および判事補の養成教育

一

序

へ
　

　

司
法
実
務
修
習

(生
)
の
制
度
は
、

一
人

の
裁
判
官
し
か
配
置
さ
れ

て
い
な

い
小
裁
判
管
轄
区

の
地
方
裁
判
所

に
お
い
て
・
裁
判
官
が

疲

霧

お
継

限
ら
れ
た
範
囲
内
の
裁
判
霧

に
つ
い
て
補
佐
撃

必
要
と
し
た
こ
と
に
始
竃

徐
々
に
整
備
さ
れ
、
震

し
て
き

た
と

い
わ
れ

る
。
現

在

で
は
地
方

裁
判
所

の
み
が

修

習
庁

で
は
な

い
が

、

依
然

と

し

て
地

裁

は
司

法
実
務

修

習

の
中

核

で
あ

り
・

司
法
実

務

修

習

を

い
み
す

る

ユ
コ
αq
。日
こ
帥
昌
。。件αq
α
「
一。
αq

そ

の
終
了

を

い
み
す

る

樽言
m
ω
ヨ
巽
騨
①
ユ
昌

αq

な
ど

の
語

は
、
鉱
昌
伽q
。。議

洋

す

な

わ

ち
地
裁

ヘ
ヨ

リ

と
司
法
実
務
修
轡
と

の
密
接

な
歴
史
的
関
係
を
示
し
て
い
惹
σ

法
学
士
試
験
に
A・格
し
た
者
の
ほ
と
ん
雀

司
肇

葎

習
生
に
採
用
さ
れ
蚤

」
と
を
希
望
す
郁

裁
判
寧

検
察
官
に
な
る
た
め
に

ズ
ら

し

は
修
習
を
経

た
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
と
し
て
、
そ

の
他

の
公
私

の
法
律
専
門
職
お
よ
び
法
律
知
識
を
必
要
と
す
る

上
級

の
馨

(護

士
、
論.羅

公
務
員
、
警
察
長
、
執
暮

、
民
間
の
企
業

・
団
体
の
幹
部
法
律
職
な
ど
)
に
就
く
た
め
に
も
、
伝
統
的
に
司
法
実

務
修
習
は
ほ
と
ん
ど
不
可
欠

の
前
提
条
件
と
認

め
ら
れ

て
き
て

い
る
か
ら
で
あ
郁

し
た
が

ぞ

法
笙

の
大
部
分
は
・
修
習
を
蒙

教

育

に
お
け
る
必
要
的
か

つ
義
務
的
な
最
終
段
階

と
考
え

て
い
る

の
で
あ
華

修

習
生

の
採

用

そ

の
他

修

習
制

度

の
運
営

は
、

か

つ
て
は
各

高

等
裁

判
所

が
行

な

っ
て
い
奈

、

充

七

二
年

に
司

法
実
務

修

習

運
営

委

員
会

(切
O樽餌
「帥①
b■似
門ロ
コ
{μ①
コ
)
が
設

け
ら

れ
、

こ

こ
で
統

一
的

に
所
管

す

る

こ
と

に
な

っ
た
。

新

し

い
修

習
制

度

の
運
営

に
関

す

る
葉

的

法
規
整

は
、

ま
ず

「
司
法

実
務

修

習
生

に
関

す

る
勅
令
」

(口
§

幕

罫
藷

。「・
璽

〔§

韓
屡

)

で
な

さ
れ
・

元

七

九
年

に

い
た

り
・

.
」
れ

に
代

っ
て

司

法

霧

修

習

等

に

関

す

る
政

令

」

(
8
『。
a

彗

顕

「
§

。
"
畏

〕
。
∋

切
。
奪

互

ぎ

。・
什αq
σ
彗

σq

ヨ
.
ヨ
.)

が

制

定

さ

れ

・

同
年

七
月

一
日
か
ら
発

効

し
た
。

C21)21



二

司
法
実
務
修
習
運
営
委
員
会

前
述
の
と
お
り
・
司
法
実
務
修
習
制
度

の
運
営
機
関

と
し
て
司
法
霧

修
習
運
営
委
員
会
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
委
員
会
は
委
員
長
、

副
委
員
長
お
よ
び
最
高

四
人

の
委
員

を
も

っ
て
構
成
す
る

(前
掲
政
令
八
奎

項
前
段
。

以
下
た
ん
に
条
文
の
み
で
引
用
す
る
)。

委
員
長
以
外

の
構
成
員

に
は
補
充
員
が

い
る

(
同
項
中
段
)
。
構
成
員

お
よ
び
補
充
員

は
政
府
が
任
命

し
、
任
期

は
最
高
三
年

で
あ
る

(同
項
後
段
)。

　
　

　

元

八

葬

現

在

の
構

盛

貝
を
み

る
と
、
委

員
長

が
司

法
行

政
庁

(衛
O
目P
o降梓O
一のく
Φ
H〆
O
縫)
昏

、
裂

員
長

穐

裁
嚢

判

事
、
委

員

の

う

ち
二
人
が

裁
判

官

(
一
人
は
地
裁
所
長
判
事
、

一
人
は
地
裁
判
事
)、

一
人
が

検
察
官

そ

の
他

一
人

と

な

っ
て

い
る
。

委
員
会

の
議
事

は
厩

と
し
て
イ

ェ
ソ
シ

託

ピ

ソ
グ

(奪

9
顔

に
お
い
て
行
な
う
。

こ
こ
に
所
在
す

る
司
法
行
政
庁

の
な

か

に
、
委

員
会

の
事

務

局
が
置

か
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

定

足
数

は
四
人

で
あ

る
が
、

委
員

長

ま

た

は
副
委

員

長

の
出
席
が

必
要

で
あ

る

(
一
〇
条

一
項
前
段
)。

も

っ
と
も
、

と

く

に
重
要

な
事

項

の
処
理
に

つ
い
て
は
で
き

る
限

り
全
員

の
出
席
が
要
求
さ
れ

る

(同
覆

段
)。

可
否
同
数

の
と
き
は
委
員
長

の
立、寛

に

よ

る

(同
条
二

項
)
。委

員

会

の
主

な
職

務
権

限

と

し

て
は
、

修

習
生

の
採

用
、
修

習

の

一
般
基

準

の
決
定

、
修

習
終
了

証
明

書

の
発
行

な

ど
が
挙
げ

ら
れ

る

(
山ハ
条
、
一
工
ハ
条
)
。
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三

修

習
生

の
採

用
等

修
習

は
地
方

裁

判
所

ま
た

は
行
政

地
方
裁

判
所

(
感
鴇
「蝉
梓戸

原
語
で
は
、
後
記
の
県
裁
判
所
と
同
名
で
あ
る
こ
と
に
注
意
)

を
主
体
庁

と

し

て
な
さ

れ

る

(
二
四
条
)
。
後

者

は
従
前
、
県

中

央
行

政

庁

(一曾

。。.什団
噌.
一。。.
)

の

一
部

と
さ
れ

て

い
た
県

裁
判

所

(冨
昌
的
.帥
叶叶)
県

租
税

裁
判

所

(一ぎ
ω
畏
碧
9
感
ε

お

よ
び

不
動

産

課
税

裁

判
所

(h帥
。。二
ゆq
『
Φ
けω
叶餌
図
¢『
一ロ
伊q
。。『蝉
暮
)

の
三

つ
を
前
者

か
ら
分
離

独

立
さ

せ
、

こ
れ
ら

を
統



スウェーデンにおける司法実務修習および判事補の養成教育

(
11

)

合

し
た
第

一
審

の

一
般
行
政
裁
判
所

で
あ
り
、
各
県

に

一
つ
設
置
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
創
設

は

一
九
七
九
年
七
月

一
日
で
あ

る
。

(
12

)

修
習
生

の
ポ

ス
ト
は
、
地
裁
が
約
六
四
〇
、
行
政
地
裁
が
約
二
〇
〇
、
合
計
約
八
四
〇

で
あ
る
。
前
者

の
修
習
生
は

「
地
裁
修
習
生
」、

　
お

　

後

者
の
そ
れ
は

「
行
政

地
裁
修
習
生
」
と
よ
ば
れ

る
。
修
習
期
間

は
二
年
六
月
と
定

め
ら
れ
て
い
る

(
一
条
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
毎
年
採
用
さ

ハ
　

り

れ

る
修

習
生

の
数

は
右

の
合
計
数

の
二
分

の

一
以
下

に
な

る
。
出

願
者

の
約
五
〇

%
が

採

用

さ
れ

る
。

一
見

競
争

率

は
低

い
よ
う

に
思

わ

れ

る
が
、

そ

れ

ま

で
に
通
常

五
年

以
上
法

学

の
勉
強

に
専
念

し

て
き

て

お
り
、
修

習
生

に
な
れ

な
け

れ
ば
、
法

律

専
門
職

と

し

て

の
輝

し

い
将
来

は

ほ
と

ん
ど
絶

望

に
近

い

の
で
、
修

習

生

へ
の
採

否

は
新

し

い
法

学

士

に
と

っ
て
ま
さ

に
死
活

に
か

か
わ
る
重
大

問
題

と

い
え

る

の
で
あ

る
。

委

員
会

は
、
修

習
生

の
空
席

を
J

U
S

E
K
発

行

の

「
司

法
実
務

修

習

生
速
報

」

(り
剣O
梓O
擁
一〇
〉
吋
¢
酢億
①
一犀
)
を
通

じ

て
告

知

し
て

い
る
。

(
15

)

J

U
S
E
K
の
メ
ン
バ

ー
で
あ
る
学
生
は
無
料

で
そ

の
配
付
を
受
け
る

こ
と
が

で
き
る
。
な
お
、
各
法
学
部

で
も

入
手

で
き
る
。
さ
ら

に

委
員
会

の
自
動
電
話

サ
ー
ビ

ス
で
空
席

に
関
す
る
情
報
を
与
え

て
い
る
。

出
願
用
紙
は
委
員
会

は
も
ち
ろ
ん
、
各
法
学
部

お
よ
び
J

U
S
E
K
の
オ

フ
ィ
ス
で
入
手

で
き
る
。

空
席

の
告
知

は
修
習
開
始
日

(毎
月

一
日
と
定
め
ら
れ
て
い
る
)
の
約
二
月
前

に
行
な
わ
れ
る
。

出
願
期
間
は
約
二
週
間

で
あ
る
。

通

常
、

期
間
満
了
後

の
月

の
第

一
火
曜

日
に
採
用
決
定

の
た
め
の
委
員
会

の
会
議
が
開
催
さ
れ
る
。

こ
れ
は
採
用

日
の
約
三
週
間
前

に
な
る
。
採

用

の
通
知
は
、
採
用
決
定
後
約

一
週
問
内

に
郵
便

で
な
さ
れ
る
が
、
加
え
て
決
定

の
翌
日
に
は
委
員
会

の
自
動
電
話

サ
ー
ビ

ス
で
知
る

こ

と
が

で
ぎ
る
。

採
用

に
あ
た

っ
て
の
評
価
基
準
は
か
な
り
複
雑

で
あ
る
が
、
大
要
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

法
学
士
試
験

の
成
績
を
基
準
と
し
、

こ
れ
を
試
験
科
目

(但
し
、
旧
履
修
基
準
に
よ
る
入
門
課
程
の
科
目
、
新
履
修
基
準
に
よ
る
「
法
学
入
門
」
・

「法
技
術
」
お
よ
び

「法
と
社
会
」
は
除
か
れ
る
)
ご
と

に
委
員
会

の
定

め
る
基
準

に
従

い
点
数

に
換
算
し
て
そ

の
総
点
数
を
出
す
。

そ

の
換

(23)23



算

方
式

は
旧
履
修

基

準

に
よ

る
試

験

と
新

履
修

基
準

に
よ

る
試
験

と

で
は
異

な

る
。

旧
基

準

に
よ
る
も

の
に

つ
い

て
は
、

可

一
点
、

良

一

・
五
点

、
優

二
点
、

但

し
、
応

用
研

究

は
可

一

.
五
点

、
良

一
.七

五
点

、
優

二

.

二

五
点

で
あ

る

(応
用
研
究
と
の
交
換
科
日

に
つ
い
て
は
可
と
良

の
二
段
階
の
成
績
し
か
な
く
、
可
は

一
.
五
点
、
良
は
二
点
と
さ
れ
る
)
。

新

基
準

に
よ

る
も

の
に

つ
い
て
は
、
成

績

の
点
数

を
各

科

目

の
点
数

(
一
点
は

一
週
間
の
学
習
を
い
み
す
る
。

例
え
ば
、
訴
訟
法
は

一
〇
点
で

あ
る
)

で
乗
ず

る
。

新

旧
異

な

る
試

験

の
合
格

者

の
比
較

に

つ
い
て
は
、

旧
基
準

で
は
成
績

評
価

が

不
可
、

可

(
B
)
、
良

(
B
、
)
、
優

(
A
B
)

と
四
段
階

方

式

に
な

っ
て

い
た

の
に
、
新

基
準

で
は
不
可
、

良

(
G
)
、

優

(
V
G
)
と
三

段
階
方

式

に
な

っ
て

い
る

こ
と
な

ど

か
ら
困
難

な
問
題
が

へ
お
　

生
ず

る
。

学
生

の
側

か
ら

の
批

判

も
強

い
。

右

の
基

本

的
算

定
方

式

に
は
若

干

の
修
正
要

素

が
加
味

さ
れ

て
お
り
、

ま
た
、
試

験

科
目

以
外

の
科

目

の
履

修
、
外

国

に
お
け

る
研
究
、

法

律
実

務

の
経
験

(法
学
士
試
験
合
格

の
前
後
を
問
わ
な
い
)
も

、

一
定

の
条
件

の
も

と

に
評
価

の
対

象

と

な
る
。

こ
れ
ら

に

つ
い
て

も

詳

細

な
算
定

数
値

が
定

め
ら
れ

て

い
る
。

さ
ら

に
申
請

人
が

以

上

の
結

果
全

く
同

点

の
最
終

的
評
価

を
得

た
と
ぎ

は
、
各

種

の
附

随

的
要

因

が
検

討

さ
れ

る
。

例

え
ば
、

右

の
条

件

を
充

足

し
な

い
法

律
実

務

の
経
験

や
、

学

生
組

合

に
お
け

る
活
動

な
ど
が

こ
れ

に
含

ま
れ

る
。

試

み

に

一
九

七

八
年

八
月

一
日

に
採

用

さ
れ

た
者

(
旧
履
修
基
準
に
よ
る
)

に

つ
い
て
み
る

と
、

出

願
者

総
数

二

一
二
人
、

採

用
者
数

五

焔
バ
・

採

用
者

の
合
計
最
低

得

点
全

国

二

一

・
七

五
、

ス
ト

ッ
ク
ホ

ル
ム
地
区

(o∩
け◎6
屏
げ
O
=
自

O
HP
「蝕
島
㊦
け)
二

三

・
二

五
点
、
イ

ヨ
ー
テ
ボ

(
18
)

リ

ィ

((甲α
け①一)O
『舳賜)
地
区

二
二

・
七

五
点

で
あ

る
。

次

に
、

修
習

生

の
給

与
、

勤
務
条

件

に

つ
い
て

一
言
す

る
。

修

習
生

は
二
年

六
月

の
期
間
内

に
休
暇

以
外

に
三
〇

日
を
超

え

て
欠

勤
し

て

は
な
ら

な

い
。

つ
ま

り

一
月

に

一
日

の
割

合

で
あ

る
。
病

気
等

の
事

由

に
よ

り

こ
れ
を

超
え

て
休

ん
だ

場
合

は
、
原

則

と

し

て
修

習
を
延

長

し
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
。
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給
与

に

つ
い
て
は
他

の
公
務
員

の
そ
れ

と
同

…様

に
、
労

使

の
団
体
協

約

に

よ
り
規

制

さ
れ

る
。
年

齢

や
前

歴

に

よ
り
差
異

は
あ

る
が
、

最

高

F

10

で
、

通
常

は

ま
ず

F

6

に
ラ

ソ
ク
さ
れ

る
。

F

6

の
最
低

基

本
給

は

一
九

八

一
年

一
月
現

在

月
額

五
、

九

五
八

ク

ロ
ー
ネ

で
あ

〔
19

)

る
。

古
参

の
裁

判
官

の
給
与

が
月
額

一
万

四
-

五
、
○
○

○

ク

ロ
ー
ネ

で
あ

り
、

公
務

員

の
最

高

給
が

月
額

二
万

一
、

六

三
〇

ク

ロ
ー
ネ

で
あ

る

か
ら
、
所

得

格
差

の
低

さ

に
は
驚

く

べ
き

も

の
が
あ

る
。

(
わ
が
国
は
国
際
的
に
み
て
所
得
格
差

の
低

い
国
と

い
わ
れ
て
い
る
が
、

一
九
八
二
年
八
月
現
在
、
修
習
生
の
給
与
月
額

は

　
二
万
八
、
六
〇
〇
日

〔
ー1
法
修
習
生

の
給
与

に
関
す
る
規
則

一
条
〕、
判
事
補

の
最
低
号

の
そ
れ
は

一
五
万
五
、
六
〇
〇
円
、

最
高
裁
長
官
の
そ
れ
は

一
五
五
万
円

〔裁
判

官
の
報
酬
等

に
関
す
る
法
律
別
表
〕
で
あ

っ
て
、

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
の
場
合
と
比
較
す
れ
ば
逆
に
吾
し
く
給
与
格
差
が
高

い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。)

スウェーデンにおける司法実務修習および判事補の養成教育

四

修
習
の
内
容

修
習

は
、
各
主
体
庁

で
最

低

一
年
す
る

こ
と
が
要
求

さ
れ
る
が

(
二
四
条
)、
そ
れ
以
外

に
検
察
庁
、
警
察
長
、
執
行
官
局
、
県
中
央
行

政
庁
ま
た
は
弁
護
士

の
許

で
も
行
な
う
こ
と
が

で
き
る

(
三
条

一
項
)
。

検
察
庁
ま
た
は
県
中
央
行
政
庁

で
は
最
高

一
年
ま

で
、
そ
の
他

の

機
関
等

に
お
い
て
は
最
高
六
月

ま
で
で
き
る

(同
条
二
項
)。

な
お
、
委
員
会
が
と
く

に
認
め
る
場
合

は
、
上
記
以
外

の
機
関
ま
た
は
私
人

の
使
用
者

の
許

で

一
定
期
間
修
習
す
る
こ
と
も
認

め
ら
れ
、
現
在
、
国
税
庁
、
特
許

・
登
録
庁

お
よ
び
労
働
裁
判
所
が
そ
れ
ぞ
れ
委
員
会

(
⑳

・

と

の
協

定

に
よ
り
修

習

を
引

き
受

け

て

い
る

(四
条
参
照
)
。
期

間

は
前

二
者

が

六
月
、

陵

者

が
最
高

一
年

(
二
二
条
参
照
)
で
あ

る
。

修
習

は
上
記

の
う
ち
最
高

三

つ
に
分

け

て
す

る

こ
と
が

で
き

る

(
二
条
二
項
)
。ρ

21

4

行
政
地
裁
修
留
生
は
、
修

習
終
了
後
検
察
官
職

に
就
く

た
め
の
要
件

を
欠
く
が
、
通
常
裁
判
所

の
裁
判
官
職

へ
の
道

は
開

か
れ
て
お
り
、

右

の

　
点
を
除

い
て
は
主
体
庁

の
別

に
よ
る
差
別

は
な
い
。

し
か
し
、
伝
統
的

に
修
習
と
い
え
ば
地
裁

の
そ
れ
と
考
え
ら
れ

て
き
た
た
め
、

現
在

の
と
こ
ろ
労
働
市
場
で
も
地
裁
修
習
終
了
者

へ
の
需
要
が
圧
倒
的

に
多

い
。
行
政
地
裁
修
習
生
は

一
九
八

一
年

に
漸
く
終
了
者
が
出

「
22

、

た
ば

か
り
で
、
法
学
生
や
修
凋
志
望
者

の
間

に
こ
れ
に
対
す
る
若

f
の
不
安
が

み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

(25)25



以
下

で
は
、
主
と
し
て
地
裁

の
修
習

に

つ
い
て
説
明
す
る
α

地
裁

の
修
習
期
間

に
は
二
年
半
、
二
年
、

一
年
半

お
よ
び

一
年

と
、
四

つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
全
体

の
約
半
数
す
な
わ
ち
三
〇
〇
人
強

が
二
年
半

の
全
期
間

地
裁

で
修
習
す
る
。
約
三
五
人
が
毎
年

一
年

半

の
修
習
を
開
始
す
る
。
若
干

の
者
が

一
年

の
修
習
を
選

ぶ
。
そ

の
他

(
23

)

の
者

は
二
年

間

修
習

す

る
。

修

習

は

ほ
ぼ
完

全

な

オ

ソ

・
ザ

・
ジ

ョ
ブ

・
ト

レ
ー

ニ
ソ
グ

で
あ

り
、

修
習

生

は
修

習

の
初
期

を
除
き

、
事

件

の
処

理

に
実
際

に
関
与

す

る

こ
と

を
通
じ

て
修

習
す

る
。

そ

こ

で
、

地
方
裁

判
所

規
則

(
略酵
。
乙
巴
紹

〔お
誤

"
鰹
一〕

ヨ
Φ
血

喜

伽q
ω鼠
霧

す
ω窪
鼻

酢δ
口
)
は
修
習

生

の
職
務

権

限

に

つ
い
て
規
定

し
、

と
く

に
地
裁

は

一
定

の
修

習

期

間
を
経

た
修

習
生

に

一
定

の
裁
判
事

務

を

独
立

し

て
担
当

す

る
権

限

を

与

え

る

こ
と
が

で
き

る

こ
と
と

し
、

こ
れ

に
関

す

る
詳
細

な
定

め
を
置

い
て

い
る

(
一
八
条
な
い
し
二
〇
条
)。

そ

れ

に
よ
れ
ば

、

①

最

低

六
月

の
修

習

を
経

た
者

は
、

登
記

部

に
お
け

る

一
定
範

囲

の
登
記

事
件

、
遺

産

目
録
調

麟

に
関
す

る
事

件
、
専

門
裁

判
官

が

判

断
す

べ
き
後

見

に
関
す

る
事
件

、
遺

言

書

の
成

立

に

つ
い

て

の
証

人
尋

問

に
関

す

る
事
件
、

争

い

の
な

い
夫

婦

財
産

の
分

割

に
関

す

る

事

件
等

②

最

低

一
年

修

習

し
た
者

は
、
証

書

訴

訟
、

督
促
手

続
、

破

産
裁
判

官

と

し

て

の
職

務
、

罰
金

以
下

の
法

定

刑

に
あ

た

る
刑
事
事

件

(但
し
、
交
通

に
お
け
る
過
失
事
件
そ

の
他
の
例
外
が
あ
る
)
等

③

最

低

一
年

六
月

修
習

し

た
者

は
、

共
同
申

請

に
よ
る
離

婚

事
件

(但
し
、
監
護
ま
た
は
面
接
交
渉
権
が
関
わ
る
も
の
を
除
く
)、

非

訟
事

件

手
続

法

(訂
ゆq

ロ
Φ
&

"
。。
oご

。
ヨ

冨

匿

一聲
αq
三
薦

磐

飢
。
ヨ
ω
8
す
帥
「①口
二
g

)
に

よ
る
専
門
裁

判
官

が
判

断

す

べ
き
事
件
等

に

つ
い

て
、

こ
れ

を

処
理
す

る
権

限
が
与

え
ら

れ
う

る
。

委
員

会
制

定

の
修

習
基

準

に
お
け

る
、

修

習
生
約

一
〇

人

を
有

す

る
中

規

模

の
地
裁

の
た

め

の
修

習
プ

ラ

ソ
に
よ
る

と
、

二
年

六
月

の
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全
期
間
を
地
裁

で
執
務
す
る
場
合

の
修
習
は
・
次

の
よ
う
に
行
な
わ
れ
菊

最
初

の
ニ
ー

三
月
は
、
先
輩
修

習
生

の
指
導
下

に
地
裁

の
職
務
活
動

の
全
領
域

に
関
す
る
概
観
を
得
る

こ
と
に
努

め
る
。

こ
の
時
期

に
、

遣
産
目
録
等

の
検
討

や
登
記
事
務
、
先
輩
修
習
生

の
処
理
す

る
事
件

に
お
け
る
書
記
官
と
し
て
の
仕
事
が
割
り
当

て
ら
れ
る
。

続

い
て
登
記
部
に
約
六
月
所
属

し
、
か

つ
、
遺
産
目
録
調
書
等

に
関
す

る
事
務

を
処
理
す

る
。

こ
こ
で
は
二
人

の
修
習
生
が
同
時

に
執

務
す
る
。

そ

の
後
、
登
記
部

か
ら

一
般
裁
判
部

の
係

(「O酢色
)
に
配
属

さ
れ
る
。
係

は

一
人

の
裁
判
官
が

一
つ
を
担
当

し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
事

件
を
調
査

・
準
備

し
、
書
記
官

と
し

て
調
書
を
作
成

し
、
相
当

な
範

囲
内

で
判
決

・
決
定

へ
の
提
案
を
起
草
す
る
。

こ
の
期
間

は
合
計

一

六
-

一
八
月

で
、

ほ
ぼ

三
-
四

の
係

を
廻
り
、
異
な
る
裁
判
官

の
指
導
を
受
け
る
。
係

の

一
つ
は
多
様
な
薯
件
が
配
点
さ
れ
る
も

の
で
あ

る
べ
き

で
あ
る
。
な
お
、
そ

の
有
す

る
権
限
に
応
じ
て
直
接
事
件

の
判
断
を
す
る
こ
と
が
委
ね
ら
れ
る
。

さ
ら

に
次

の
ニ
ー
三
月

は
、
破
産
裁
判
官

と
し
て
執
務

し
、

か

つ
証
書
訴
訟
、
督
促
手
続
事
件

を
処
理
す
る
。

ま
た
、
修
習
生

は
通
例
、
所
長
判
事

の
担
当
す

る
少
年
刑
事
事
件

の
係

に
お
い
て
書
記
官
と
し
て
執
務
す

る
。

こ
こ
で
同
時

に
、
司
法

行
政
事
務

の
処
理

に
関
す
る
知
識
も
与
え
ら
れ
る
。

右

の
よ
う
な
過
程
を
経
♂、、、
最
終
的

に
は
独
立
し
て
若
干

の
事
件
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
れ
を
実
務

で
は

「修
習
生
事
件
係

(
昌
◎
什βD
「
圃①
「O
博①
一)
の
担
当
者
」

に
な
る
と
称
す
る
。

こ
の
期
聞

は
約
三
月

で
あ
る
。

以
上
を
要
約
す

る
と
、

ガ
イ
ダ

ン
ス
期

ニ
ー
三
月

啓
凸記
部
配
　属
期

約
ふハ
月

一
般
裁
判
部
配
属
期

一
六
-

一
八
月

C2r)27



雌
輔

蟹

縣
訟
}

干
三
月

修
習
生
事
件
係
担
当
期

約
三
月

と

い
え
よ
う
。

へ
25
)

以

上

の
期

間

は
、
他

の
修

習

生

と

の
関
係

や
休
暇

そ

の
他

の
事

情

に
よ

っ
て
多

少

の
変

更

を
来

た
す

こ
と
が

あ

る
。

中

規
模

の
地

裁

に
属

す

る

ル

ソ
ド
地
裁

に

つ
い
て

一
言
す

る

と
、

八

つ
の
修

習

生

の
ポ

ス
ト
が

あ

り
、

そ

の
職

務
権

限
、
事

務
分

配

は

「
修

習
生
執
務

細
則

(舘
σ
・3
。
a
急
謁

h曾

口
9
⇔
「一臼

≦
o
冒
¢
口
血
、
江
昌
9q
..
警
叶
ご

に
よ

り
定

め
ら

れ

て

い
る
。

例

え
ば

、
修

習
生

1

の
ポ

ス
ト

の
者

は
、
修

習

経
験

一
年

半

の
職

務
権

限

を
有

し
、
第

四

係

の
書
記
官

事
務

と
破
塵

事
件

を
処
理

す

る
も

の
と
さ

れ

て

い
る
。

(
ル
ソ
ド
地
裁
の
裁
判
官

の
定
員
は
、
所
長
判
事

一
、
地
裁
判
事
四
、
地
裁
判
事
補
二

〔但
し
、

一
九
八

一
年
現
在
判
事
補

一
は
空
席
〕
で
あ
り
、

全
裁
判
官
が
各
自

の
係
を
も

つ
。)

な

お
、

ス
ト

ッ
ク
ホ

ル

ム
、

イ

ヨ
ー
テ
ボ

リ
イ
、

マ
ル

メ

(竃
9
R
6
)

の
三

大

地
裁

に

お

い
て
は
、

裁
判

所

の
規

模

や
職

務

の
専
門

化

等

を
考

慮

し

て
上
記

と

は
異

な

る
修
習

が
行

な
わ
れ

て

い
る
。

(2S) 28

 

次

に
、
そ

の
他

の
修
習
庁

に
お
け
る
修
習

の
う
ち
、
行
政
地
裁
、
検
察
庁
、
執
行
官
局
お
よ
び
警
察
機
関

の
そ
れ
に

つ
い
て
の
み
簡
単

に
述
べ
て
お

こ
う
。

こ
れ
ら

の
修
習

に
つ
い
て
も
委
員
会
が
修
習

の

一
般
基
準
を
定

め
て
い
る
。

行
政
地
裁

修
習

は
通
常
、
最
低
三
、
最
高
五

の
係

で
行
な
わ
れ
る
。
最
初

の
段
階
で
は
ガ
イ
ダ

ソ
ス
と
簡
単
な
事
件

の
準
備

.
報
告

を

担

当

す

る
。

つ
い
で
各
種

の
事
件

の
準
備

・
報
告
、

口
頭
弁
論
に
お
け
る
調
書

の
作
成
、
判
決

・
決
定

へ
の
提
案
お
よ
び
行
政
地
方
裁
判
所
規
則
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(楠
α
§

号

貯

。q

〔
導

o
ひ

お

(26
)

〕

ヨ
Φ
。

}帥
昌
・自
『
帥
酔けω
一切
・り
け『
¢
犀
.
9

三

条

に

よ

る

事

件

の

処

理

を

行

な

う

・

検
察
庁

修
習
期
間
は

華

あ
る
。
約

耳

の
解

ダ
ン
ス
期
に
続
き
、
約
四
月
軽
微
な
事
件
に
つ
い

て
講

報
告
し
・
か
つ
決
定

へ
の
提

案

を
提

出

す

る
。

ま
た
、
検

察

官

処
罰
命
令

を
作

成

し
、

制
裁

(
刑
罰
)

へ
の
提

案

を
す

る
・

そ

の
後

の
約

六
月

は
、

軽
微

な
葎

に

つ
い

て
自

己

の
責
任

で
検
讐

と

し

て
の
霧

を
行

な

う
・
最
終

段
階

に

い
た

る
と
・

「
少
年

非
行

芝

関
す

る
特

則

に
関

す

る
法

律
=

鋤
-q

〔け
り。
三

。刈
〕
ヨ
。
Ω
の帥
誘
吋
二
α
餌
9
・・けぎ

量

　

惹

譲

。<
・§

　

)
に

よ
る
訴

追

の
可
否

に

つ
い
て
準

備

・
報
告

を
す

る
。

な

お
、

六
月

の
修

習
も

可
能

で
あ

る
。

執
行
官
髄

修
習
期
間

は
六
月

で
あ

る
。
ガ
イ
ダ

ン
ス
の
後

に
、
約
三
月
本
局

で
執
務

し
、
公
的
お

よ
び
私
的
執
行
津

に
お
け

る
賃
養

権

の
差

押

お
よ
び
墓

債
籔

行
命
令

に
関
す
る
決
定

へ
の
提
案

の
作
成
、

さ
ら

に
競
売
等

に
よ
る
動
産

の
売
却

の
準
備
・
破
産
事
件
に
お
け
る

監
守
命
令

へ
の
提
案

の
作
成
等

を
行
な
う
。

そ
の
後

の
期
間

は
、
穰

規
定

の
わ
く
内

に
お
け
る
公
的

・
私
的
事
件

に
お
け
る
執

行

上

の

処

分

等

を

担

当

す

る

(強
製

行
法

〔
口
什ω。屏
謬
一昌
脆

印
・q
Φ均

9
.。『刈
"
ω
量

諮

条
、
執
行
窺

思

。§

鳥
忌

〔
琴

①
・・
言

①鼻

・
コ
・
h餐

曇

暮

菖

=

条
参
照
)
・

警
察
機
関

修
習

は
警
餐

の
指
導
霧

の
も
と
に
行
な
わ
れ

る
。
修
習

の
部
門

は
霧

局
、
刑
事
部
門
・

制
服
部
門

の
三

つ
で
あ
る
・
約
三
月
は

霧

局

で
錫

車
運
転
免
許
証

の
た
め
の
適
格
証
明
、
旅
券
、
畜
く
じ
、
公
共
用
地

の
利
用
規
禦

に
関
す

る
葎

に

つ
い
て
藩

し
・

決
定

へ
の
提
案
を
作
成
す
る
。
な
お
、
相
当
な
範

囲
内

で
警
察
長

の
黛

と
し
て
独
立

量

件
を
処
理
す

る
一芝

を
命
ぜ
ら
れ
る
・

29 (29)



甲

刑
事
部
門

で
は
七
人

週
問
修

習
し
、
各
種

の
讐

係

に
配
属

さ
れ
る
。
尋
問

の
場

に
同
席

し
、

か

つ
想

・織

囲
内

で
、
軽
微

な
事

件

の
捜
査
を
指
揮

す
る

こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
る
。

制
服
部
門
で
は
・
四
-
五
週
間
修
習
す
る
。

こ
こ
で
は
交
通
規
制
、
受
付
霧

(旅
券
、
遺
失
物
、

公
衆
に
対
す
る
情
報
供
与
)
等

の
霧

を
処
理
す

る
。
な
お
、
刑
事
部
門
と
同
様

に
、

一
定

の
範
囲
内

で
軽
微
な
事
件

の
捜
査

の
指
揮

を
命
ぜ
ら
れ
る
。

(3の

右

に
み
た
よ
う
に
・

ス
ウ

ェ
歩

ソ
に
お
け

る
修
習
は
、
徹
底

し
て
実
務
的

で
あ
り
、
わ
が
国

の
修
習
な
ど
と
比
べ
て
格
段
に
密
度
が

濃

い
と
い

っ
て
よ
い
・
轟

琵

較

は
で
き
な

い
が
、
裁
判
所

の
み
で
の
修
習

の
場
合

に
は
、
お
そ
ら
く
わ
が
国
に
お
け
る
判
事
補
経
験

 一
年
程
度

ま
で
に
ほ
ぼ
相
当
す

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

五

修
習
生
の
労
働
負
担
過
重
問
題

最
近
、
修
習
生
活

の
憲

と
乏

労
働
時
間

の
問
題

に

つ
い
て
、
興
味
あ

る
調
査

の
董

と
.〕
れ
礪

ぐ
る
論
議
が
発
表
さ
れ

て
い
る
。

こ

こ
で
は
・

そ
れ

ら

を
紹
介

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

修

習

の
実
態

の

一
面

を
見

て
み

る

こ
と

に
し
た

い
。

一
九
八
。
年

に
実
施

さ
れ

た
J
U
S
E
K

の
ア
ソ
ケ
ー
調

査

の
結
蓼

よ
る
と
、
修
習
生

の
労
讐

担

の
過
薯

が
深
刻
な
問
題
と

し
て
表
面
化
し
て
い
る
。
右
調
査
結
果

お
よ
び

こ
れ
に
関
す
る
調
査
担
当
者

の
説
明
は
、
以
下

の
と
お
り
で
あ

る
。

地
裁
修
習
生

の
実

に
九
〇
%
以
上
が
超
過
勤
務
を
し
て
お
り
、
そ

の
時
間
は
平
均

し
て
週
六
時
間
を
超
、兄
る
。

し
か
も
半
数
以
上
が
、

超
過
勤
務
手
当

の
支
給

を
全
く
受
け

て
い
な

い
か
、
受
け

て
い
た
と
し
て
も

ほ
ん

の

一
部
分
に
当

る
額

の
み
で
あ
る
。

こ
れ

に
反

し
て
・
行
政
地
裁
修
習
生

の
労
働
環
境

は
よ
り
ベ
タ
ー
で
あ
る
。
約
半
数
が
超
過
勤
務
を
し
て
い
る
が
、
週
六
時
間

を
超
.κ

る
者
は
僅
か
二
%

に
す
ぎ
ず
、

か

つ
超
過
勤
務
手
当

は
大
部
分

の
時
間
に

つ
い
て
支
払

わ
れ
て
い
る
。
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地
裁

に

つ
い
て

よ
り
詳

し
く

み
る
と

次

の
よ
う

に
な

る
。

修
習
生
は
平
均
週
六

.
五
時
間
強

(
年
間

〔四
六
週
〕
で
は
三
8

時
間
以
上
)
の
超
過
霧

を
す
禦

う
ち
約
繹

間

緩

場
で
三

時

間
半

皆

宅

で
仕
事
を
す

る
。
そ
の
ほ
か
に
、
平
均
し
て
月

に
二
凝

休
是

働

。
以
上

の
超
過
勤

務

の
な
か
に
は
自
分

の
勉
強

の
た

め

の
時

間

は
含

ま

れ

て

い
な

い
。

超
過
霧

は
比
較
的
小
規
模

の
幾

(
修
習
生
数

一
κ
人
ま
で
)
に
お
い
三

般
化

し
て
い

る
・

超
過
霧

な
と

満
足
の
ゆ
く
仕
事
が

で
き

る
、

と
答

、兄
て
い
る
者

は
、

回
答
者

の
四

一
%

の
み

で
あ

る
。

も

っ
と
も
、
労
働
過
重
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
部
分

の
修
習
生

は
仕
妻

芒

-

や

っ
三

る
・
そ
う
で
な
い
者

は
三
%

に
す
ぎ

な
い
・

こ
の
よ
う
な
超
過
霧

を
必
響

す

る
原
因
は
何
か
、

ま
た
、
な
ぜ
修
習
生
は

ほ
と
ん
ど
全
く
代
償

の
な
い
超
過
霧

と
い
う
不
合
理

な
労
働
負
担

に
甘

ん
じ
て
き

た
の
で
あ

ろ
う
か
?

実

は
.」
の
問
題

は
す

で
に

一
九
四
〇
年
代

か
ら
長

い
あ

い
だ
智

れ
て
い
た
選

な
の
で
あ
る
・
そ
れ
な

の
に
醤

生

は
不
満
を
訴
え

る

,」
と
な
く
、
藩

を
知

っ
て
い
る
地
誹

長
判
寄

簿

生

に
と

っ
て
の
長

も
f

耳

J
U
S
E
K

の
メ
ン
・↑

で
あ

り

な

が

ら

i

、
J
U
S
E
K

(
お
よ
び
そ
の
山嗣
身
団
体
)

も
、

こ
れ
ま
で
と
差

ん
の
事
嚢

善

の
対
策
を
講
じ
な
い
套

藩

し
て
き
た

の
で
あ

る

。超
過
霧

を
必
要
と
す
る
原
因

の

;

は
、
修
習
生

に
雰

な
縁

を
受
け
る
糞

が
与
え
ら
れ

て
い
な
い
た
め
・
仕
芝

不
必
饗

時
間
を
要
す
る
.」
と
に
あ

る
、
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
回
讐

の
三

%

の
み
が
+
分
な
指
導
窯

又
け

て
い
る
と
壷

て
い
る
・
三
分

の

二
が
よ
り
多
く

の
指
導
毒

ら
れ
た
な
ら
ば
、

も

っ
と
迅
速

に
仕
禦

処
理

で
き
た
だ
ろ

う
と
考

え
て
い
∀勾

(+
分
な
趨

を
受
け
て
い
な

い
と
答

、兄
た
者

に

つ
い
て
は
実

に
九
三
%
が

そ
う

で
あ
る
)
。

も
う
;

の
原
因
-

藻

指
誉

で
あ
る
所
長
判
事
菟

裁
判
崇

ら
瀦

い
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
ー

修
習
生
経

謹
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興
朱
を
も
ち
・
よ
り

屠

勉
強

し
た
い
と
欲
す
る
が
ゆ
を

超
過
霧

を
す

る
、
と

い
う

の
で
あ

る
。

し
か
し

こ
れ
は
、
部
分
的

に
の
み

支
持
し
う
る
説
明

に
す
ぎ
な

い
・
+
人

の
う
ち
四
人

ま
で
が
正
規

の
勤
務
時
間
内

に
は
仕
事
が
処
理
で
き
な

い
、
と
述

べ
て
い
る

の
で
あ

る
む超

過
勤
務
お
よ
び
修
習
生
が
そ
れ
を
申
告
し
な

い
理
由
は
さ
ま
ざ

ま
で
あ

る
。

超
過
勤
務
を
申
告
し
な

い
こ
と
と
、
良

い
修
習
成
響

得

る
こ
と
が

で
き
な

い
と

い
う
心
配

と

の
間

に
は
明
ら

か
な
関
係
が
あ
る
。
多

く
の
修
璽

は
・
超
過
霧

を
し
な

い
で
仕
事

を
処
理

で
き
る
者
は
、
超
過
勤
務
を
せ
ね
ば

で
き

ぬ
者
よ
り
も
優
秀

に
違

い
な

い
と
考
.κ

て
い
る
・

こ
の
誤

っ
た
悶
定
馨

と
修
翠

「間

の
連
帯

の
欠
如
が
、
多

か
れ
少
な
か
れ
、
超
過
勤
務
を
し
な
が
ら
そ

の
補
讐

請
求

し
な

い
よ
う

に
強

い
る

の
で
あ

る
・
六
四
%
は
悪

い
成
績
を
得

る
こ
と

へ
の
懸
念

か
ら
正
確
な
超
過
霧

時
間
を
あ
、又
て
語
ら
な

い
と
述
べ

て

お
り
・

ま
た
・
八
四
家

同
僚

の
超
過
霧

時
間

に
閏
す

る
報
告

晟

績

へ
の
配
慮

に
よ

っ
て
影
響
さ
れ

て
い
る
と
信
}

、
い
る
。

超
過
勤
務

は
必
ず
し
も
命
令

さ
れ
る
わ
け

で
は
な

い
が
、
そ
う
す
る
こ
と
が
暗

に
期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
北
目
後

に
は
伝
統
が

ひ
そ
ん

で
い
る
・
所
長
判
事
が
修
習
生
だ

っ
た

こ
ろ
に
は
、
超
過
勤
務
と

い
う
制
度
は
存
在

し
な
か

っ
た
。

か
れ
統

の
上
が
き
れ
い
に
片
づ

く

ま
で
働

い
た

の
で
あ
る
・
修
習
生

の
時
期

は
、
法
律
家

の
卵
が
経
験

せ
ね
繧

ら

ぬ
き
び

し
い
試
練

の
時
だ
と
考
・舌

れ
て
い
た

の
だ
。

最
健

調
嘉

当
者

は
・
修
習
生

の
労
働
箔

の
現
状

に
か
ん
が

み
、

δ

○
人

の
新

し
い
修
習
生

の
ポ

ス
ト
が
必
窪

な
る
と
し
、

ま
た
・
修
習
生

に
対
す

る
指
導

の
強
化
や
、
修
習
生
相

互
間
、
修
習
生
と
糞

官
と

の
問

の
連
帯
と
協
力

の
必
覆

等

を
提
一冨
。す
る
。

と

こ
ろ
で
・
右

の
調
査
結
果
が
掲
警

れ
て
い
る
諫
瞼
面

に
、
子
供
を
も

つ
女
性
修
習
告

、
以
上

の
労
働
負
担
過
重
に
加
、そ

、
特
有

　
ぶ

ノ

の
大

き

な
困
難

に
直

面

し

て

い
る

こ
と
が

報

じ
ら

れ

て

い
る
。

地
裁
所
長
判
事

の
な
か
に
は
、
優
秀
で
知
的
な
女
性
が
子
供
を
産
む

の
繕

構

な
こ
と
だ
が
、
修
習
生
と
な
る
と
薩

別
だ
、
自
分

の

(32) 32
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裁
判
所
で
は
小
さ
い
子
供
の
い
る
女
性
修
璽

継

対
に
採
ら
な
い
、
と
い

う
驚
箋

藻

守
的
な
意
見
を
吐
く
者
も
い
る
・
こ
の
所
長

判
事
の
許
で
霧

し
た
女
性
簿

生
は
、
J
U
s
E
K
の
調
蓋

薯

と
の

イ
ン
タ
ビ
エ

お
い
て
・
所
長
判
事
饒

ま
れ
・
器

の

評
価

が
悪

く

な

る

の
を
怖

れ

て
匿

名

を
希

望

し
た
が
、

次

の
よ

う

に
語

っ
て

い
る
。

婆

は
毎
日
早
朝

に
出
勤
し
た
が
、
子
供
を
託
児
所

か
ら
家

に
連
れ
帰
る
た
め
夕
方

五
時

に
退

庁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
・
そ
の

輩

、
所
長
判
謬

婆

は
他

の
男
性
修
習
生

ほ
ど
饗

で
な

い
と
判
定

さ
れ
、
よ

り
簡
髪

葎

し
か
与

え
ら
れ
ず
・
か

つ
・
他

の
男

性
修
望

の
よ
う
な
新
し

い
職
務

に
纏

せ
ん

で
き
な
い
、

と
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
驚

婆

は
修
習
を
中
絶
せ
ざ

る
を

兄
な

く
な

っ
た
.

も
ち
ろ
ん
、

こ
れ

緩

端
な
事
例
だ
が
、
右

の
調
護

母
親

の
役
割

と
修
習
生

の
霧

と
を
璽

さ
芸

の
が
著

し
く
困
讐

あ
る
こ

と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
連
日

の
超
過
霧

で
は
託
児
所

の
閉
所
時

簡

に
く
・
わ
な
い
し
、
ま
た
・
幼
児
期

に
必
要

と
さ
れ
る

ス
キ

ン

シ

ッ
プ

を
子

供

に
与

え

る

こ
と

が

で
き

な

い
の

で
あ

る
。

右
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
お
よ
び
姦

修
習
生
に
學

る
イ
ソ
タ
ビ

ュ
詑

事
に
関
連

し
て
さ

翼

誌
走

あ
ら
わ
れ
藷

議

と

し

て
は
次

の
よ
う
な
も

の
が

あ

る
。

e

7

ル
グ

レ
↓

(↓
。
薦
ミ

》
肛
αq
器
ご
)
地
裁
所

長
判

鞠

)

繍

霧

に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
超
過
勤
務
が
必
要
と
な
る
の
は
自
明
の
こ
と
だ
。
私
自
身
も
超
過
霧

芒

て
い
る
・
修
習
生
当
時

力
ら

ず

っ
と
し

て

い
る
。

そ
し

て

い
ま
だ

か

つ
て
、
超

過
霧

手
当

を

一
ク

〒

ネ
た

り

と
も
貰

っ
た

こ
と

は
な

い
・

鞠

縫

入
る
以
上
、
少
々
余
分
に
仕
事
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
当
然
覚
悟
し
毒

べ
き
だ
.
そ
れ
は
奨

の
た
萎

利
諮

修
習
生
が
、
勤
務
時

間
内

に
仕
崇

で
き
な

い
こ
と
斎

長
判
事

に
申
し
出

る
と
、
自
分

の
能
力

に
否
藷

な
評
点
を
与

え
ら
れ
る
の

給



で
は
な

い
か
と

心
配

し

て

い
る

こ
と

は
知

っ
て

い
る
。

34

働諦
羅

鶴

饗

雛
儲難

鰐
讐

幾

躯
晶讐
薪
耀
点嘱
で
㈲

私

は
・
必
覆

場
合

に
は
も
ち
ろ
ん
鶉

勤
務
手
当

の
籍

を
認

め
る

つ
も

り
だ
が
、
超
過
勤
務

の
実
態
を
あ
ま
り
誇
張
す
べ
き

で
は

な

い
。

⇔

S

Y
J
F

の
委
員

長

ホ
麦

タ

ト

(
鵠
9
①轟

口
留
β
O
)

修
習
生

の
嵩

組
合
意
撃

疑

わ
し
い
こ
と
を
指
摘

し
、

か

つ
、
修
習
は
笙

三

騰

の
鱗

L

で
あ
り
、
第
二
籔

享

あ

る
こ

と
・
し
た
が

ぞ

・

教
育
の
名

の
も
と
に
無
償

の
超
過
勤
務
を
隠
璽

差

い
こ
と
姦

調
す
る
。
ま
た
、
所
長
判
事
が
同
じ
く
J
U
S

長

の
メ
ン
・↑

で
あ

る
こ
と
は
事
態

の
改
並
・
の
た
め

に
有
利

で
あ

り
、

か
れ
ら

穆

習
生

の
問
題

の
理
解
馨

易

に
さ
せ
る
と
思
う
、

と
述

べ

て

い
る
。

　
　

　

⇔

J
U
S
E
K
の
裁
判
官
部
門
の
委
嚢

デ
ィ
ー
レ

(O
¢
弓
舘

O
旨
希
)

地
裁
の
修
習
生
が
週
平
均
六

五

時
間
も
の
鶉

霧

を
し
て
い
る
と
舗

す
る
調
査
輩

鐘

解
し
が
た
い
。
超
過
霧

の
な
か
に

は
客

種
の
他
の
機
閃

例
え
ば
・
努

自
治
体
の
委
員
会
の
委
軽

基
づ
く
仕
妻

ど
讐

ま
れ
な
い
か
ら
、
厳
密
に
計
算
す
る
と
右

の
数
字

に
は
な
ら
な

い
と
思
わ
れ

る
。

超
過

勤
務

は
・

一
時

的

な
も

の
と
継
続

的

な
も

の
と

に
分
け

て
考

、乏

べ
き

で
あ

る
。

碍

的
な
彊

勤
務

は
裁
判
所

に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
不
可
避
的

で
あ

る
。
姦

の
勾
留
中

の
盤

.
人
が

い
る
大
刑
事
事
件

の
場
A
.
は
、

+
分
な
配
慮

を
も

っ
て
舞

計
画
を
辛

て
も
超
過
勤
務
が
生
じ
う
る
。
修
璽

が
自
己

の
責
任

で
姦

の
登
記
、
襲

臼
訴
訟
、
督
撃

続
事
件
を
担
当

せ
ね
ば
な
ら

ぬ
初
期

段
階

に
も
超
過
勤
務

を
避
け
る

こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
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を
難

羅

鵜

讐

幕

響

長
期
に
わ
た
り
そ
の
仕
事
を
処
理
す
る
の
に
超
過
勤
務
を
強
い
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
原
因

る蒲
難

縫

霧

籠
摺蛾

鍵

醗

難

醤

賊胤謹

絵

え
醸
、
労
働
時
間

の
長
さ
な

い
し
華

の
迅
蓬

は
そ
の

婁

窪

す
ぎ

な
い
し
・
評
価

の
決

定
は
所
長
判
譲

独

で
行
な
う

の
で
は
な

く

原
則
と
し

て
修
璽

の
霧

状

況
姦

る
全
指
響

と
の
相
談

の
上

で
な
さ
れ
る
の
で
あ

る
・

右
記
事

に
よ
る
と
、
若

干
の
所
長
判
事

は
ほ
と
ん
ど
専
制
塁

で
あ

る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
ら
れ
る
・
私

に
は
修
習
生
が
自
庁

の

所
長
判
蓼

そ
の
よ
う
に
み
て
い
る
と
は
と
う

て
い
信
じ
ら
れ
な
い
。

も
し
、
所
長
判
事

と
話
す
こ
と
が
そ
れ
ほ
ど
困
難

な
ら
・
ど

う
し

て
他

の
地
裁
判
事

に
話
さ
な
い
の
だ
ろ
う
か
?

継
続
的
な
超
過
勤
務
の
解
決
の
た
め
に
は
、
裁
判
官
と
修
璽

が
、
場
合
に

よ
っ
て
竺

般
讐

も
加
え
て
羅

す
る
一ミ

あ
る
.

そ

の
結
果
、
修
璽

の
数
が
少
な
す
ぎ

る
脚」
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た

り
、

ま
た
、
仕
募

よ
り
べ
f

な
配
分
や
・

ル
ー
テ

ィ
ま

仕

繹

雛

馨

蕎

諜

い
け斬

鍍

鱗

転

簸

が
労働時
聞
の短縮
に
つなが
る

J

U
S
E
K

は
す
べ

て
の
地
域
に
霧

代
甕

。
貯

・
ざ
ヨ
σ
.
口
)
奮

い
て
い
る
.

私
は
霧

袋

が
慧

霧

懇

を
監
視
し
・

必
要

な
場
ム

.
に
は
嚢

の
た
め
の
イ

ニ
シ

ァ
一ア
ィ
ヴ
を
と
る
べ
き
だ

と
考
え
る
。
各
地
裁

レ
ベ

ル
で
懇

が
饗

し
え
な
い
と
き

は
・

　

　
　

羅

鍵

逮

薄

髪

轍

鵬
轄

蝦

騨

縣

鯵

郵

殴
問
題グ、-プ
㈲

㈲

ロ
ー
ド

ス

ト

レ
ー

ム

(
》
瓢
血
.
.
・。
幻
渉
q
・。
樽「
α
導
¥

↓

ン

字

ト

調

査

担

当

者

の

天

b

)

お



て謡

購

譲

礪籔

技

肋継

癖

罐

.つ藩

縫

講

鷹難

驚

久
遅刻し

事
件
審
理

の
必
要

上
二

時
的

に
超
過
勤
蒙

生
ず

る
場
合
が
あ
る

こ
と
は
デ

ー
-
レ
の
い
う
と
お
り
で
あ

る
。

し
か
し
、
登
記
、
証

書
訴
訟
・
督
撃

聾

件

に

つ
い
て
・
修
習
生

の
事
務
処
罷

力

の
不
足
を
超
過
霧

の
原
因
と
し
て
そ

の
ま
ま
認
め
る
.」
と
は
で
き
な

い
・
霧

処
罷

力

の
不
足
は
・
超
過
霧

で
は
な
く
、
適
切
な
難

に
よ

っ
て
矯
正

さ
れ
る
べ
き
問
題

な

の
で
あ
る
。

修
習
生
が
き

わ
め
薩

秀

で
・
将
来
性

に
富
む
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
仕
事

を
処
理
す
る
の
旨

分

の
畠

時
間
ま
で
必
要

と
し

て
い
る
と
告
白
し
な

い
ほ
う
が
有
利

に
違

い
な
い
。
超
過
勤
務

の
大
部
盆

、
修
習

に
お
け
る
警

的
要
素

に
対
す
る
修
習
生

の
態
度

に

お
そ
ら
く

基
因

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

デ

ィ
ー

レ
が
・
超
過
霧

の
問
題
は
各
地
裁

ヒ
ヘ
ル
で
論
議

さ
れ
る
べ
き
だ
と

い
う

の
は
正
し
い
。

こ
の
不
合
饗

関
係
を
是
正
す
る

こ
と
は
・
J
U
S
長

の
裁
判
制
度
部
門

に
辱

る
す
べ

て
の
メ
ソ
・↑

1

所
長
判
事
、
地
裁
判
事
そ
し
て
修
習
生
1

の
関
心
事

で

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

成
績
評
価

に
対
す
る
修
璽

の
髪

が

こ
の
問
題

の
放
選

つ
な
が

っ
て
は
な
ら

ぬ
。
現
在
、
修
習
生
問
題
グ

ル
ー
.フ
穆

習
生

の
成

績
評
価
制
度

の
再
欝

を
進

め
て
い
る
・

ま
た
、
指
勢

式

の
問
題
叢

り
上
げ

て
い
る
。

こ
れ
ら

の
対
策

の
実
現

に
よ
り
修
習
生

の
労

働
条
件
が
八
・
年

代

の
ス
ウ

、
歩

ソ
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
に
整

、
さ
れ
る
こ
稼

望

ま
れ
る
。

㈲

ス

パ

ー

ク

(
∩
P
幅
一噛kP
口
仲
O
口

ω
唱
国
吋
)

地

裁

所

長

判

事

(
ス

ト

ヅ
ク

ホ

ル

ム
地
裁

)

所
長
判
事
と
し
て
の
私

の
経
験

に
よ
れ
ば
、
修
習
生

は
地
整

お
け

る
最
も
素
晴

し

い
存
在

で
あ

る
。

か
れ
ら
は
気
持

の
よ

い
若
者

で

あ
り
・

お
そ
ら
く

い
さ
さ
か
匿

化
し
て
し
ま

っ
て
い
る
裁
判
官

に
、
新
鮮
な
者

え
方
を
提
示
し
、

か

つ
、
裁
判
官
と

姦

瞥

と
の
間

の
架
橋
的
役
割
を
果

し
て
く
れ
る
。
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ξ

」
ろ
で
、
修
習
は
馨

と
労
働

の
両
面
を
同
時

に
有
し
て
い
る
。
修
習
生
は

も
ち
ろ
ん
し
ば

し
ば
警

面

の
増
大
を
求

め
る
・

,あ

囎

の
調
整
は
黎

性

の
観
占
州
か
ら
修
習
生

の
労
働
面
遽

行

さ
れ

る
よ
う

に
饗

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
・
修
習
生

の
労
働

は
た
し

カ
に
多

く

の
占
描
で
、
も

っ
と
容
易

に
す
る

こ
と
が

で
き
、
か

つ
、
お
そ
ら
各

理
化

で
き
る
で
あ

ろ
う
・
葎

家
を
必
要
と
し
な

い
仕
事

は

一
般
職

員

に
移

す

こ
と
が

で
き

る

(人
員
配
置
上
の
困
難
は
あ
る
が
)
。

馨

面

か
ら
み
て
、
修
習
生
が
あ
ま
り

に
沢
山

の
判
決

へ
の
提
案
を
作
成
す

る
こ
と
量

し
て
必
要

だ
ろ
う
か
?

修
習
生
は
で
き
る

だ
け
多
く
判
決

へ
の
提
案
窒

簡
く

の
が

よ
い
、
と

い
う
意
見
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
修

習
走

で
は
な
く
・
判
決
を
自
ら
書
く

手
間
が
省
け
る
裁
判
官

に
と

.
て

「
よ
い
こ
と
」
な

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
修
璽

歪

規

の
霧

時
間

内

に
多
く

の
判
決

へ
の
提
案

を

書
く

.、
と
は
響

困
難

で
あ
る

の
み
な
ら
ず
、
警

的
観
占
{か
ら
は
そ

の
必
要
も
な
い
。
適
切

と
認

め
ら
れ
る
事
件

ξ

い
て
・
裁
判
官

の
指
導

の
も
と
に
そ
れ
を
行

な
わ
せ
、
作
成
後

に
建
設
的
な
批
判
を
与

え
る
こ
と
で
+
分

で
あ
ろ

う
・
撰

の
こ
と
は
・
修
習
生

の
書
記

官

と
し
て

の
調
書

の
作
成

に

つ
い
て
も
あ
る
程
度

い
え
る
こ
と
で
あ

る
。

修
習
生
が
判
決

の
起
案
、
調
書

の
作
成
お
よ
び
調
査

.
報
告

の
技
術

に
つ
い
て
裁
判
官

か
ら
規
則
的

な
指
導
を
与
え
ら
れ
る

こ
と
が
望

ま
れ

る
。

、」
れ
は
そ
れ
ほ
ど
多
く

の
時
間

奏

し
な

い
。
そ
し
て
、
長
期
的
に
み
て
裁
判
所

全
体

に
と

っ
て
大
き
な
労
緯

間

の
節
減
を

い
み
す

る

こ
と

は
　

　

で
あ

る
む

修
習
生

の
超
過
霧

の
問
題

は
、
多

く

の
場
ム
、
ま
ず
地
裁
内
部

に
お
い
て
と

く

に
裁
判
宴

修
習
生
と

の
協
議

に
よ

っ
て
鑓

さ
れ
る

べ
き
だ
と
私

は
考
え
る
。

し
か
し
、
J
U
S
E
K

の
メ
ン
バ

商

に
お
け

る
暑

る
グ

†

・フ
の
利
益

に
関
す

喬

嬰

の
で
・
J
U
S

E
K
自
身
も

い
ま
や
こ
の
問
題

に
取

り
組
む
べ
き
時
期

で
あ
ろ

う
。

㈱

呈

の
調
査
葦

お
よ
び
こ
れ
を
め
ぐ
る
論
議
を
轡

て
、
問
題
の
核
心
は
修
濯

お
け

る
労
働
的
纂

と
警

的
要
素
と
を
ど
の
よ

訂

一 闇 一{凹一鵠脚脚臨



う

に
理
解
し
・
そ
し
て
調
和
さ
芸

か
に
あ

る
こ
と
が
分
る
と

い
え

よ
う
。
司
法
実
務
修
習
と
は
、
ま
さ
に

霧

L
を
行

な
う

こ
と
で

あ

り
・
同
瞳

ま
た

「
修
習
」
を
す

る
こ
と
な

の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
両
者

は
霧

不
可
分
夢

蕪

と
区
別
し
が
た
い
も

の

で
あ

り
1

同
じ
楯

の
両
面
と

い

っ
て
よ

い
ー

、
問
題

の
根
本
的
蟹

は
決
し
て
容
易

で
な

い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
た
だ
、

こ
の
問

題
は
法
募

成
制
度
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
比
較
法
的
共
通
性
を
有
す
る
纂

な
問
題
で
あ
る
こ
と
垂

.譲

起
し
て
お
き
た
い
と

思
菊六

修
習

の
終
了
と
そ
の
後

の
進
路

前
述

の
よ
う
に
・
修
震

績

の
評
価
は
各
修
習
庁

に
お
い
て
な
さ
れ
る
.
司
法
霧

修
習
醤

委
員
会
が
す

る
の
で
は
な
い
.
灘

、

最
終
的
な

い
わ
ゆ

る
二
回
試
験

の
よ
う
な
も

の
も
な
い
.

修
習
が
終
了
す
る
と
、

委
員
会

に
よ
り
、

修
習

終

了

証

緊

日
(
σ
.
.
一.
.ヨ

§

葺

き

邑

が
発
行
さ
れ
る

三

四
三

六
条
)・

こ
の
証
明
書
に
は
修
習
庁
、

そ
こ
に
お
け
る
修
習
の
内
容
お
よ
び
期
票

記
載

さ

れ

る

。

修
翼

了
後

の
進
鷺

多
様

で
あ
華

最
も
多

い
の
は
一筒
等
裁
判
所

庭

は
行
政
高
等
裁
判
所

の
判
事
補
候
補
生

(ゆ
.屏
.
一".,
。
σ
..
.
け)

と
な
る
者

で
あ
る
が

(
か
れ
ら
の
な
か
に
は
・
篇

生
の
課
程
を
終
る
ζ

他
の
公

・
私
の
職
に
転
ず
る
者
、

さ
ら
に
は
そ
の
後
裁
判
官
歴
の
中
途
で

高
級
公
賛

な
ど
に
転
ず
薯

も
か
な
畠

数
に
達
す
華

こ
れ
を
含

め
て
国
家
機
関

に
議

す

る
者

の
数
が
圧
倒
的

で
あ

る
。
法
学
士

.
社

会
学
士
組
合

(J
U
S
長

の
前
身
)
が
行
な

っ
た
調
籍

果

に
よ
る
と
、

一
九
七
七
年

の
修
習
終
了
者
三
。

七
人

の
う
ち
、
国
家
檎

部

門

に

一
九
。
人

(
六
八

二

%
)
・
地
召

治
体
部
門

に
二
・
人

(
七

三

%
)
、

私
的
部
門

に
六
九
人

三

四

.
七
%
)
莚

ん
で
い
る
。
右

の
調
査
結
果

を

よ
り
詳

し
く

み
る
と
、
次

の
と

お

り
で
あ

る
。
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職
域

(種
)

中
央
行
政
庁

(
44

、

県
中
央
行
政
庁

そ
の
他
の
地
方
国
家
行
政
機
関

警

察

機

関

検

察

庁

高
等
裁
判
所

地
方
裁
判
所

執

行

官

局

行
政
高
等
裁
判
所

(
45

)

第

一
次

地
方
自
治
体

(
44
×

45

)

県

参

事

会

弁
護
士
事
務
所

経
営
者
団
体

労
働
者
団
体

私
企
業

(銀
行
・
保
険
関
係
を
臨
縛

銀

行

関

係

公
共
弁
護
士
霧

所

・
法
律
扶
助
機
職

九 二 五 三 二 甕 二 九 聖 五 三 異 δ 四 三 酋 輸

二 三 一 一 〇 一 三 二 三 一 一 九 三 一 一 七 〇

五 夫 夫(う 夫 西 夫 充 三 夫66三 三(う λ 二%
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榊

保

険

関

係

一

〇

.
三

教

職

関

係

二

〇

.
七

自

齢

三

四

.
○

無

職

・
無

回
答

二

八

九

.
一

合

計

三
〇

七

一
〇

〇

.
○

こ

の
調

査

に
は
次

の
よ

う
な

コ
メ
ソ
ト
が
付

さ
れ

て

い
る
。

①

高
整

よ
び
行
政
高
裁
に
播

さ
れ
る
候
補
生

の
数
が
減
少

し
て
い
る
こ
茎

九
七
五
年
は
払剛
者
二
九

.
三
%
、
後
者

盃

.
易

、

七
六
年

は
前
者

二

一

・
二
%
、
後

者

一
九

.
六
%
)
。

②

第

茨

地
方

自
治

体

に
就
職

す

る
者

の
数
が

増

加

し
て

い
る

こ
と

(
冗

七
五
年
は

一
.
・
%
、
七
六
年
は

一
.
九
%
、
ち
な
み
に
県
参

事
会
は
七
五
、
六
年
と
も
ゼ

ロ
だ

っ
た
)
。

③

無
職

・
無

回
答
者

の
半
数

は
、

職

を
求

め
た
が
、

得
ら

れ

な

か

っ
た
者

で
あ

る
こ
と
。

修
習
を
終
了

し
な
が
ら
撃

得
ら
れ
な
い
者
霜

当
警

達
す
る
と

い
う
事
実
は
、
法
曹

の
労
働
市
場

の
き
び
し
さ
を
物
語

っ
て
い
る

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
魎

七

結

語

前
述

の
よ
う

に
修
翼

葎

職

の
獲
得

の
た
め
に
決
定
的
董

要
隻

も

っ
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
、
法
学
生

の
側

で
は
修
習
生

の
ポ

ス

ト
の
拡
大
姦

く
要
求
し
て
い
菊

し
か
し
、
法
律
職

に
対
す

る
労
働

霧

の
霧

を
考
慮
す

る
と
現
状

で
も
す
で
に
供
給
過
剰
と

い
.κ

る
票

あ
る
の
で
あ

っ
て
・

こ
の
要
求
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
望
み
薄
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
り
に
修
璽

の
播

人
数

CQa> 40
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を
増

加

さ

せ
た

と
し

て
も
、

労
働

市

場

の
需

要
が

拡
大

し

な
け

れ
ば
修

習
修

了
者

に
と

っ
て
シ

リ

ア

ス
な
状

況
が

生
ず

る

こ
と

に
な
翻
㏄

ス
ゥ

ェ
ー
デ

ン
に
お
け

る
若

ぎ
法

曹

の
前

途

は
必
ず

し
も

、バ
ラ
色

で
は
な

い
よ
う

で
あ

る
。

最
後

に
、

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
の
司
法
実

務

修

習

の
も

つ
メ
リ

ッ
ト

に

つ
い
て
二

つ
の
点

を
指

摘

し

て
お
き

た

い
。

そ
の
芝

し
て
、
行
政

.
漿

の
震

に
お
読

藩

終
了
者
が
上
級
幹
議

を
占
め
て
い
る
こ
と
が
、
ス
ウ
、
歩

ン
に
お
け
る
行

政
機
構
の
組
織
∵
運
営
の

"裁
判
所

.
裁
判
手
続
錐

と
相
ま

っ
て
、

.あ

国

の
行
政

に
お
け
る
法

の
支
配

の
徹
底
化

に
き
わ
め
て
大
き

な
意
義

を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。

そ
の
二
と
し
て
、
私
企
業
と
く
に
銀
行
、
保
険
会
社
や
公
私

の
組
織

・
団
体

の
全
般
に
わ
た

っ
て
修
習
終
了
者
が
活
躍
し
て
い
る
こ

と

は
、
私
的
取
引
そ

の
他

に
お
け
る
法
的
問
題

の
処
理
を
的
確

に
さ
せ
、
無
用
な
紛
争

の
予
防
な
い
し
発
生
し
た
紛
争

の
訴
訟
前

・
外

に
お

け
る
適
切
な
解
決
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。

(修
習
内
容
が
徹
底
し
て
実
務
的
で
あ
り
、
わ
が
国

の
修
翼

ど
と
比
べ
て
格
段
に
密
度
が
濃

い
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
・)

(
-
)

わ
が
国
の
司
法
簿

糞

な
り
、

後
述
の
よ
う
縁

習
告

身
が
霧

を
担
当
す
る
こ
と
を
通
じ
て
薯

す
る
の
で

き

甕

①
を
司
肇

務
讐

生
～

。
§

Φ
ご
似
昌
。。
帥
αq
o3
「
ぎ

ゆq

を

司

法

実

務

修

轡

と

訳

す

る

。

(
2
)

u
。
ヨ
・。
梓。
一・巾く
Φ
『
犀
①
仲穿

①
『
・。団
鵠

・。
<

昌
。
梓酔
触
ぎ

Φ
『
搾
①
『
蕎

〒

①
:

§

屠

垂

・・
錘

店

畳

・
馨

落

量

冨

唇

蒼

σ・
璋

㊥
竪

馨

(
一
〇
圃
oo
)
"

ω
,

轟
Qo
骨

(藍

襲

選

篠
酵

耀

ゼ
祉
趨
漿

灘
齪
籍

鷺

いの翫
難

麟

斬
(・…
鳥・.・ε
と
都
市
裁
判
所

(
4
)

法
学
士
試
験
ム
.格
者
の
約
八
彦

が
修
璽

に
な
る
.」
と
姦

す
る
と
い
わ
れ
る
。

さ

ω
畏

§

乱

こ

q
翼

は

紹

。
。
蕗

中
央
組
織

(大
学

蘂

者

〔但
し
学
生
も
含
む
〕
の
勇
働
組
A
口
連
ム
・体
)
傘
下
の
法
学
士

・
社
会
学
士

・
経
蒙

士
組
合

(葺

鼠

。
こ

。
二

巨

.・房
「
』

婁

藝

。。〈
①
奮

§

.
岸
。
昌
。
ヨ
Φ
戸

略
称
J
U
S
E
K
)
の
機
関
華

あ
る
。
本
稿
で
績

A
.名
を
示
す
と
き
は
J
U
S
E
K

と
馨

芒

・
薯

を
衰
す
と
き
琶

q
ω
環

と
馨

き
す

る

こ
と
に
す
る
。
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な
お
・
ω
>
O
O

(ω
〈
①
「
戯
Φ
㎝
凶
評
蝉
創
①
ヨ
降
①
誘

6
①
口
茸
ゆ
一〇
畦
αq
餌
巳
。。帥
江
o
昌
)
と

ω
渇

(ω
母
冨
こ
位
コ
蓉
ヨ
蝕
μ
昌
o
昌
ω
「
薦
。。州O
鴨σ
鐸
嵩
山
)
の
続
合

(
一
九
七
五
年

一
月

一

日
)
前

の

ω
>
O
O

に
関
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
川

口
弘

『
福
祉
国
家

の
光
と
影
』

(
一
九
七
四
年

、

日
本
経
済
評
論
社
)

六
九
-

七

一
頁

に
有
益
な
説
明
が
あ
る

の

で
参
照

を
乞

い
た
い
。

(
5
)

も

っ
と
も
裁
判
官

に
つ
い
て
は
、
修
習
は
実
際

に
は
不
可
欠

の
要
件
だ
が
、
法
令
上
は
規
定
さ
れ

て
い
な
い

(検

察
官
の
場
ム
ロ
と
対
比
せ
よ
。
後
注

(
21
)
参
照
)
。

ω
O
q

一Φ
。。
一
"
ωO
司
o
霧
奔
母
三

玄
一血
忌
コ
αq
Φ
溝

ヨ
Φ
ユ
芝
帥
a

Φ
・
ω
・
O
♪

O
o
ヨ
の
帯
一。。く
①
鱒

㊥
r

餌
・
9
・
の
・
零
・
日
一.

(
6
)

法
律
職

の
た
め
の
求
人
広
告

に
は

「
望
ま
し
い
資
格

・
法
学
士
試
験

に
合
格

し
、

か
つ
、

地
裁

の
司
法
実
務
修
習
を
終

了
し
た
者

で

あ

る

こ

と

(07
ロ
㎝
胃
く
位
「
O
鋤

ド
く
巴
臨
押
O
臨
O
昌
o
H
"
一
ξ

評
四
コ
α
あ
図
ロ
3
Φ
コ

0
6
7

諏
ロ
ひq
ω
ヨ
Φ
「
詳
①
「
貯
げq
●)
」

と
記
載

さ
れ
て
い
る

の
が
通
例

で
あ
る
。
』.¢
ω
切
溶

一
bこ
＼◎。
一
〇・
・
一
P

(7
)

一
¢
ω
両
円

㊤
＼。。
O
。巾・
一劇
・

(
8
)

司
法
行
政
庁

(O
o
ヨ
馨
o
尻
鴫
①
「評
雲

略
称

O
<
)

は

一
九
七
五
年
七
月

一
日
に
創
設
さ
れ
た
司
法
行
政
お
よ
び
法
律
扶
助
制
度

の
運
営
を
所
管
す
る
中
央
行
政
庁

で
あ

る
。

そ
の
前
身

は

一
九
七

一
年

に
、
従
来
各

高
裁

に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
湖
法
行
政
事
務

を
統
合
し
、
効
率
化
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
裁
判
所
制
度
組
織

委
員

会

(畠
o
ヨ
簿
o
匿
く
鋤
ω
①
ロ
ユ
Φ
富

o
門
αq
印
巳
。。導

δ
閉
コ
讐
冨
コ
自

略
称

O
O
2
)

で
あ
る
。

も

っ
と
も
、
す

べ
て
の
司
法
行
政
事
務
を
同
庁
が
所
管
す
る
わ
け
で
は
な

い
・
例
え
ば
、
判
事
補
候
補
生

(ゆ
m
犀
巴
霧
讐
鎚

馨
)

の
採
用
は
依
然
と
し
て
各
商
裁

の
権
限

に
属

す
る
。

司
法
行
政
庁
は

「
行
政
的

サ
ー
ヴ

ィ
ス
機
関
」

(Φ
旨

鼠

彗
貯
『
茸
9
に
く

器
「
<
闘o
Φ
ヨ
罵
ロ
匪
αq
げ
①
陣)

で
あ
る
と
性
格

づ

け

ら

れ

て

い

る
。

U
o
ヨ
。。
8
一ωづ
①
「評
①
r

U
o
ヨ
馨
o
冨
く
似
霧
コ
餓
Φ
け

国
ロ

思
「①
切Φ
葺

翼
一〇
コ

(鎧
ロ
飢
馨
誌
)
p

綬
.
同
庁

の
全
職
員
約

一
五
〇
入

の
う
ち
約
三
〇
人

が
裁
判
官
(高
裁
判
事
補

〔
ゴ
9
、鼠
算
臨

ω犀
巴
〕

以
上

の
者
)

で
あ
る
が
、

か
れ
ら
の
在
任
期
間
は
、

比
較
的
短
く
、

一
ー

二
年

で
裁
判
所

と
の
間

に
人
事
交
流
が
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
は
裁
判
現
場

で
の
経
験
を
司
法
行
政
庁

に
持
ち
込
む
た
め
に
必
要

だ
と
い
わ
れ
て
い
ろ

(
以
E
は
岡
庁
長
官
ボ

ー
リ

ェ
ソ
ン

(同≦
黒
N

菊
Φ
一p
『
o
冠

団
O
「一①
ω。。。
コ
)

お
よ
び
広
報
担

当
官
ク
ノ
リ
ン
グ

(ピ
ロ
誘

く
o
ロ

閑
コ
o
凌
貯
σq
)

両
氏

と
の
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
の
結
果

に
よ
る
)
。

司

法
行
政
庁

の
最
高
…機
関
は
理
事
会

(㎝
蔓

「巴
ω㊥
)

で
あ
り
、
そ
の
構
成
員
は
議
長

た
る
長
官

の
ほ
か
五
人

で
、

い
ず

れ
も
政
府
が
任
命
す
る
。

一
九

八

一
年
現
在

の
構
成
員

の
現
職
な
い
し
前
職

を
み
る
と
、
国
会

議
員
、
県
参
事
会
議
員

(後
注

(
44
)
参
照
)
、

地
裁
所
長
判
事
、
法
律
家
協
会

(
甘
ユ
。。
蹴
α
門
ぴ
己
コ
血
卑
)

の
オ
ム
ブ

ツ

マ
ン
な
ど
で
あ
る

(ω
〈
Φ
「
一αq
①
ω

ω
鼠
諾
ぽ
巴
Φ
コ
α
①
「
一ゆ
。。
一

〔一㊤
Q。
ご

お
よ
び

く
o
ヨ

帥
『
臨
曾

一
〇。。
一
〔一
⑩Q。
む

に
よ
り
調
査
)
。

長
官
職
は
理
事
会

の
下
位

に
あ
る

執
行
機
関
の
長

で
あ
る
。

ち
な
み

に
、

こ
の
よ
う

な
最
高
機
関

の
構
成

は
、

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
に
お
け
る
主
要
な
行
政
庁

の
原
則
的
形
態
で
あ
る
。
司
法
行
政
庁

の
組
織

等

に

つ
い
て
は
、
司
法
行
政
庁
に
関
す
る
規
則

(hO
「o
孟

三
コ
伽q

〔お
謡

"
8
9

ヨ
巴

ぎ
。。
霞
儒
ζ

一〇
昌

{α
門
血
o
§
。自
齢巴
的
く
①
蒔

Φ
↓)

を
み
よ
。

(
9

)

ω
<
9

αq
窃

器

露

§

巳

巽

一
〇
。。
ド

。。
・

。。
・。
ー

。。
。。
・

(
10
)

首
都

ス
ト

ッ
ク
ホ
ル
ム
か
ら
約
三
四
〇

キ

ロ
離

れ
た
小
都
市

で
あ
る
が
、

こ
こ
に
司
法
行
政
庁

(
前
注

〔
8
〕
)

が
所
在
す
る
。

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
に
お
け
る
国
家
機

構

の
非
中
央
化
、
地
方
分
散
化

の

一
つ
の
現
れ
で

あ
る
。

ち
な
み
に
同
市

に
は
イ

却
ー
タ

(O
O
鼠
)

高
等
裁
判
所
、

イ

ェ
ン
シ

ェ
ー
ピ

ン
グ
行
政
高
等
裁
判
所
も
所

在

し
て
い
る
。
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(
11
)

。。
o
E

ゆ。。
ζ

切
聾

愚

量

嵩
舘

昆

§

毫

①
ー

と

邑

駐

仲
葭

コ

善

弩

。・
暮

§

㎝
噌
。。.
。
・

(
E
;

餌
件餌
噌
一①
=
鐘

コ
α
①
コ
』

。
朴離
憎
一Φ
出

昌
酔四

・・
コ
繭コ
・・

§

帥}儲
庭

α
譜

(
毒

ζ

森

は
・
護

会
が
J
u
s
E
K
と
羅

の
毒

雍

行
し
て
い
る
・

薯

生
の
採
用
お
よ
び
籍

内
容
に
つ
い
て
概
説
し
た
法
学
生
向
け
の
小
冊
零

、あ
る
。
以
下
、
本
項
の
記
漆

と
く
に
藷

し
な
い
限
高

轡
に
よ
る
・

(
B
)

政
府
の
委
嘱
に
よ
り
簿

制
度

の
筆

に
つ
い
て
欝

し
窃

馨

政
庁
は
、

一
九
夫

年

δ

月
糧

毒

(
前
注

〔
2
〕
が
そ
れ
で
あ
る
)
を
提
出
し
・
そ
の

な
か
で
修
習
期
間
を
挙

に
編

す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
し
か
し
政
府
は
、
修
塁

の
質

の
低
下
お

よ
び
修
習
庁
の
霧

の
効
淫

へ
の
諺

響
を
器

と
し
て
・

年
隈
短
縮
に
反
対
す
る
藩

裁
判
所
闘
の
姦

意
怨

し
た
が
い
、
窪

案
藻

用
し
な
か
っ
た
。
U
§

募

く
婁

9

。
く

Φ
諾

一勇

嵩
。
け器

遷

ぎ

屠

Φ
㌍

。,
・

の

。。

2

ρ

。
g

さ

も。
団

国

隔
＼
。。
o

。。
』

メ

(
41
)

一
九
八
二
隻

旦

四
日
、
蓄

会
に
お
け
る

「
霧

職
奥

氏
名
失
念
)

と
の
イ
ン
タ
ゴ

あ

結
果
に
麦

(
こ
の
席
に
は
前
記

ク
ノ
リ
ン
グ
氏

が
同

席

し

た
)
。
数
年

前
ま
で
は
約

四
〇
%

だ

っ
た

の
で
、

事
態

は
か
な
り
改
善
さ
れ

て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

(
將
)
㍉

生
は
J

U
s
E
K
の
塒宇
生
部
門

で
あ
る
S

Y
J

F

(ω
<
。
『貫
¢
・α
団
鵠

・・
『①

旨
蝦
量

睾

写

Φ
量

α・

〔
ス
ウ

弄

一ア
ソ脅

年
法
漿

協
会

の
意
〕

の
略
)

に
属
す

(
61
)

墓

畏

心
＼・.
。
幹

蜀

そ

.曇

は
、
正
当
な

評
価

の
た
め
に
は
新
纒

修
規
楚

よ
る
巖

者
を
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
履
修
規
準

に
よ
る
霜

互
間

の
み
で
評
価
す

べ
き
だ
と
の
提
案
が
な
さ
れ

て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
、
統
治
組
織
法
が
公
務
募

任
命
に
あ
た

.
て
は

「
霧

嚢

と
有
能

さ
」
響

曇

u・酔
・
身

奪

曇

8

の
み
が
基
準
と
さ
れ
る

ぺ

き

貯

規

定

し

て

い

る

こ

と

に
反

す

る

と

し

て

強

い
批

判

が

あ

る
。

}
¢

Qり
団
国

=

＼
。。
O

。。
・
卜。
卜。
・

(
71
)

巖

者
数
と
採
用
姦

と
の
著
し
い
糞

は
、
複
数
の
年
姿

法
学
士
と
な
っ
た
者
が
競
合
し
て
出
願
す
る
こ

と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
・

(
侶

)

出
q
Go
国
潟

Qo
＼
刈
Qo

oo
・

一
トa
・

(p
)同

粘
麩

篶

鱗

〃
蕪

鰐

抱
伽
鯛
鯵

誕

讐

擁

聡
で
月
額
叫
万
四
、
。
。
。
ク
ロ
ー

と
い
-
こ
と
で
あ
っ
条

人
の
謡
).

(
20

)

翼
簿

母

貯
鼠

ヨ

巳

①
戸

騨

P

ω
.
鐸

(21
)

検
察
官
嵐
則

(♂
8
鼠

三
躍

・
〔一り
認

脚
O
一
〇

習
を
終

了
し
た
こ
と
を
要
求
す
る

(
四
九
条
)
。〕

ヨ
①
;

一鎚
鵬
四
.
.
一脚
.
梓『
ロ
脚
櫛δ
コ
)

は
、
検
察
官
候
補
生

の
任
命
要
件

と
し
て
、
最
竺

叢

馨

習
し

て
修

(
22
)

さ

爵

図

憲
＼。。
『

藁

◎「

F

　
25
u

((

2423
))

O
o
§

。。
g

匿

ぎ

鱒

①
r

p

騨

帥
・

駆
。。
●

》

・

ゆ
.

切
暉

軌
鱒
i

q
ω

脚

霧

磯

に
つ
い
て
い
.謡

、

ル
ン
ド
地
裁
で
は
、
全
簿

生
が
小
さ
い
な
が
ら
鯉

姦

し
て
い
た
(
八
田鱒

ξ

い
か
)
・
李

ら
く
他
の
簿

庁
に
お
い
て
も
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同
様
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
・
ま
た
、
職
禁

変
わ
る
と
室
も
変
わ

・
た
。
室
と
霧

と
は
密
婆

関
係
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　鷺

簾

騒

鑓

砿

難

sp
6
.　
ルデ
ィ
三

スウ
ェと

にお箆

・刑
叢

の選

(謳

ぎ
ー
せ
い)
の第
三章

(認ぬ
鋤

嚇藁

繊

瑠
繋

議

鰐
演

当
一ざ
鱗

蟻
熊

讐

鳶

聖

砥
麗

』
鋤

編
蹴

鎌

駄

げ
巴
蚕

〔藝

…

〕)
が
施
行
さ
れ
乏

い
た

っ
た
が
、
委

で
は
と
り
あ
え
ず
旧
法
に
し
た
が

っ
て
記
述
し
て
い
る
。

鎗

鷺

湯

郷

つ
い
毫

詳
し
く
紹
介
す
る
の
は
・
わ
が
翼

け
喬

蕎

羅

討
す
・・
上
霧

糞

る
斐

る
か
ら
で
あ
る
.
も
ち
ろ
ん

彼
我
の
修
編

度
は
大
き
く
異
な
る
け
れ
ど
、
読
み
進
む
5
芝

共
難

℃

類
似
す

。
問
漿

ひ
そ
ん
で
い
る
.」
レ
」
に
気
づ
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(13)回蕪

警

碧

巌

篇

鐸
七鍛

鯖

靴

紙箋
㍊
バ謂
錘

編

籠

簗

躰た録
、黙

(9臼3)の
明
謙

鰭

骸

蕪

畿

唖幅
賜
嚢

額

)、晦

翻

、難

署

て
年
緊

・
時
間
辱

認
め
・
特
段
の
環

存
在
す
る

場
合

の
み
・
監
讐

庁

の
許
可

に
よ
り
さ
ら
に

一
五
〇
時
聞
ま
で
認

め
る
.」
と
に
と

、
い
る

(
δ

条
)
。

(
33

)

}
d

ω
国

匿

bo
＼
Q◎
一

ロo
・

Qo
l

O
・

(
34

)

一
d

ω
国
閑

bσ
＼
oQ
一

〇〇
・
㊤
・

(
35

)

一
q

ω
国

閑

bQ
＼
oQ
一

尊o
・

刈
・

(
36

)

一
¢

ω
国
課

ω
＼
Q。
一

。。
・

一
〇
1

嵩

・

デ

ィ

τ

レ

は

高

裁

判

事

で

あ

る

。

(
37

)

一
q

ω
国

困

ω
＼
Qo
一

尊o
・

一
一
・

(
38

)

』d

ω

国
〆

劇
＼
oD
一

ω
・

N
一
・

(
39
)

判
事
補

(
候
璽

)
に
つ
い
て
は
・
そ
の
労
働
負
担
の
過
重
は
、
む
し
ろ
簿

告

去

も
の
が
あ
る
考

で
あ
.⑳
。
法
学
驚

の
側
か
ら
こ
の
点
を
鵜

し
た
も

の
と
し
て
こ

§

び
≦

閃
・
ω
¢
巳

冨

。q
菊

窪

伸9

貯

興

器

仲』

ω
≧

§

印
・
塗

が
あ
る
。

私
は
・

マ
ル
メ
高
裁
の
ア
ス
ペ
レ
↓

判
肇

対
談
し
た
と
き
、
か
れ
が

「判
篇

篇

生
は
わ
れ
わ
れ
判
事
の
た
詮

『
奴
隷
の
よ
う
に
』
働
か
ね
ば

な

ら

な

い
」
と
語

っ
た
の
が
忘
れ
ら
れ
な
い
・

ス
ン
ド
ベ
隣

も
鶉

論
文
の
な
か
で
、
耳

が
判
事
補
候
補
生
だ

っ
た

一
九
五
・
年
袋

回
想
し
三

わ
れ
わ
れ
蜀

物
の

よ

う

に

(
。。
o
ヨ

&

霞

)

働

い

た

」

と

述

べ

て

い

る

(
餌
・
帥
・
。簡
・

幽
α
ω
・
)
。
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な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
は
第
議

注

(3・
)
、
(
訓
)
お
よ
び
こ
れ
に
関
連
す
る
本
文
を
参
照
・

(
04
)

わ
が
導

も
簿

生
に
対
す
る
ア
ン
竿

ト
の
結
果
と
し
て
、

運

案
に
明
絃

れ
の
生
活
で
讐

生
は
心
身

と
も
に
疲
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
・
繋

を
真
曹

に
や
う
り
と
思
え
ば
徹
夜
姦

い
ら
れ
、
休
日
も
利
用
し
な
け
れ
ば
で
き
な
い
の
が
現
状
で
あ

ぞ

、
な
か
に

は
過
労
禽

れ
る
人
も
で
て
き
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ

る
.し
(
日
奔

護
士
連
A
.
会
編

寄

法
修
菖

書
;

九
七
四
年
、
某

評
論
社
〕
八
九
頁
)

と
い
う
よ
う
な
鵜

が
な
さ
れ
て
い
る
・

も

っ
と
も
・

こ
れ
に
関
す

る
真
偽
、
賛
否

の
意
見
は
、
当
然
、
人

に
よ
り
異
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
米
国
に
お

い
岬、
ロ
ー

.
フ
ァ
ー
ム
の
若

い
ア
ソ
シ

ェ
イ
ト

(若

い
ア
ソ
シ

ェ
イ

ト
の
仕

事
は
、
霧

を
轡

て
の
法
学
警

と
い
う
票

強

い

意

わ

れ

る
)

は
響

深
警

で
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
語
ら
れ

て
い
る

(
例
え
ば
、
飯
鍵

繕

ア
メ
リ
ヵ
の
法
漿

』
上

(
}
九
七
五
年
・
東

京
布
井
出
版
)

一
九
五
f

一
九
六
頁
)
。

法
曹
馨

に
お
け
る
不
ム
.
理

占
恥
は
も
ち
ろ
ん
慧

に
改
革
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
法
豊

享

き
わ
め
て

き
び
し
い
↑

ド

・
ト
レ
ー
ラ

グ
の

袈

蕎

離

畿

鍵

繋

縣

嬉
襟

な
る
ま
い
.
.届の
意
味
で
、
法
曹
教
育
の
実
態
の
比
較
法
的
検
討
は
わ
が
国
の
謬

璽

の
奮

(
覗
)

.」
の
よ
う
な

ス
ウ

ェ
上

ア
ン
に
お
け
る
讐

生

の
進
路

は
、
西
ド
イ

ッ
の
そ
れ
に
類
似
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
・

ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム

k

.
ゲ

ッ
ク
・
慶
応
義
癸

学

個
罐

腰

輪

『西
独
に
お
け
る
法
曹
教
育
.」裁
判
所
構
成
法
』
(
一
九
八
。
年

慶
応
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
.

な
お
、
本
護

文
は
～

毒

公

(
42
)

こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
第

二
章

に
お
い
て
詳

し

く
述
べ
る
予
定

で
あ
る
。

(
43
)

』
q
ω
国
国

黛
一
〇
刈Q。
。。
・
旨
・
以
下
本
文

の
表
も
同
頁

に
よ
る
。

(.熟
講

輸難

継

熔
濃

癩
鐵
灘
灘
綜
鰯
.還

抽擁
講
羅
灘
鄭

(54)(黎

蒙

糞

鎗
馨

畑曝
美
辱

騒
欝

翫
難
雛
蟹
鐸
骸
地髪
麟

方
自
治
体

(
騨
}、.
窪

閃
僧
犀
。
塁

賃
謬
①
.
)
の
三
っ
か
ら
成
る

(
以
下
、
①
を
第

茨

自
治
体
②
藁

藩

体
③
姦

会
腎

治
体

と
略
称
す
る
)
・

篶
譲

欝
㌶
懲

雛

欝
舗

提

難

薦

蕪
薦
薬
輪
.蕪

(45)45
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第

一
次
自
治
体
が
集
合

し
て
第

二
次
自
治
体

で
あ
る
県
臼
治
体
を
形
成
す

る
が
、
そ

の
管
轄
畿

は
県

・尚

一
で
あ
る

(但
し
、

ゴ
ッ
上

フ
ン
ド

〔。
。
二
帥
口
島

県

は
第

一
次
自
治
体

が

一
つ
し
か
な
く
、
県
自
治
体

は
存
在

し
な
い
)
。
し
た
が

っ
て
、
県

の
数
は
二

四
で
あ
る
が
、

県
自
治
体

の
数

は
二
三
で
あ
る
。

ま
た
・

イ

ヨ
ー
テ
ポ

リ
ィ
お
よ
び

マ
ル
メ
の
各

第

一
次
自
治
体

は
県
自
治
体
に
属
し
な
い
。

そ
し

て
、

ゴ
ッ
ト
一フ
ン
ド
、
イ

ヨ
、
テ
ボ

リ
ィ
、

マ
ル
メ
の
各
第

一
次

自
治
体
は
県
自
治
体
に
属
す
べ
き
行
政
事
務
も
所

管
す
る
。

教
会
区
自
治
体

の
数
は
二
、
五
〇
〇
以
上

に
達
す

る
が
、
そ

の
行
政
事
務
は
き
わ

め
て
限

ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。

以
上

の
三

つ
の

レ
ベ
ル
の
自
治
体
は
並
行
し

て
存
在
し
、

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
全
土
を
カ
バ
ー
す
る
(
但
し
、
県
自
治
体

に
つ
い
て
の
例
外
は
前
述

の
と
お
り
)
。
国
鍵

9
ロ

Q自
需
O
ヨ
9

嶺

-
∪
Φ
ロ

o
謹
①
算
鵠
αq
p
o
お

餌
三
紹

二
〇
コ
①
コ

(
一〇
刈
Q。
)
。。・
蒔
一・

(
64
)

ス
ウ

章

デ

毛

は
、
銀
行

と
保
険
会
社
は
、

他

の
私
企
業

と
比
較
し

て
、
著

し
く
多
数

の
誇

が
働
・識

場

で
あ
る
。

一
九
七
四
年
当
時

の
調
査
に
よ
る
と
、

一

般

の
私
企
業

で
働
く
渋
曹

の
合
計
数
約
三
五
〇
人

に
対
し
て
、

銀
行

の
そ
れ
は
約

三
〇
〇
人
、

保

険
会
社

の
そ
れ
は
約

一
圭

人
と
な

.
て
い
る
。

.}
れ
ら

の
私
企

業
・
銀
行
・
保
険
会
社

に
就
職
す
る
た
め
に
も
、

通
常
、
司
法
霧

修
習

の
終
了
が
葉

さ
れ
て
い
る
。
ω
8

巽

ま

国
口

§

ロ
p
.①

血
。
§

げ
"
昌
勲

9

㊤
。

1

一
〇
〇
.

(
74
)

拙
稿

「
ス
ウ
手

デ
ン
に
お
け
る
新
し
い
法
律
扶
助
制
度
」
日
奔

璽

連
合
会
編

『
法
律
扶
助
制
度
研
究
資
料
箆

(
死

七
九
年
)

δ

九
頁
以
下
参
照
。

(
48
)

ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
で
は
司
法
突
務
修
習
を
終
了
し

た
だ
け
で
は
弁
護

士
資
格
が
与

え
ら
れ
な
い
反
面

、
何
人
と
い
え
ど
も
自
由

に
.法
律
業
務
を
行

な
う

こ
と
が

で
き
る

の
で

(
拙
稿

「
ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
の
弁
護

士
制
度
」

第

二
東
京
弁
護
士
会
編

『
諸
外
国

の
弁
護
十
制
度

』

(
　
九
七
六
年
、
日
本
評
論
社
)

二
三
五
頁
、

二
三
七
頁
、
二

四
二
頁
等
参
照
)
、
自
営
と
い
う
の
は
自
身
で
饗

し
て
法
律
霧

を
営
ん
で
い
る
者
と
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
、

修
習
を
終
了
し
た
だ
け
で
独
芒

て
法
律
業
務
を

営
ん
で
成
功
す
る
こ
と
は
至
難

に
近

い
と
い
わ
れ

る
。

(
94
)

筆
者

は
・

一
九
八

輩

=

月
か
ら

死

八

二
年

万

に
か
け
て
、

ル

ン
ド
地
裁

で
裁
判
実
務

の
実
態
観
察
を
し
た
が
、
そ
の
さ

い
親
交
を
も

.
た
修
習
生

ζ

、
ッ

ク
ラ
ス

(竃
餌
『け
一昌

し∩
ヨ
一〇
樋國
一帥
Qo)

氏

に
よ
る

と
、

マ
ル
メ
高
裁

に
お
け
る
判
事
補
候
補
生
採
規
時

の
競
争
率

は
実
に
六
〇

入
に

一
人
で
あ
る
と
い
う
。
修
習
終
了
者

全
体

の
数
と

の
比
率
か
ら
み

て
信

じ
が
た
い
数
な

の
で
確
認
し
て
み
た
が
、
同
じ
答
え

で
あ

っ
た
。

マ
ル
メ
高
裁
は
気
候
温
暖

で
、
大
陸
諸
国

と
の
交
通

の
便
が
よ
い

こ
と
な
ど
か
ら
、
伝
統
的
に
競
争
率
が
激
甚

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
し

て
も
驚
く
べ
ぎ
数
字

で
あ
る
。

(50
)

一
〇
ω
国
〆

一
＼。。O
ω
・
b。刈
・

(
51
)

前
掲
拙
稿

「
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
法
学

教
育

と
法
学
…教
師
」
一
、四
九
、

二
六

一
ー

二
六
二
百
ハ参
照
。

(
52
×

53
)

こ
れ
ら
の
間
題

に

つ
い
て
は
、
改
め
て
別
稿

で
詳
論
す
る
予
定

で
あ
る
。

46(46)



第
二
章

判
事
補
の
養
成
教
育

スウェーデソにおける司法実務修習および判事補の養成教育

噸

序

i
I

裁
判

官
歴

の
概

観

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
に
お
け

る
裁
判

官

の
任
命

.
養

成
制

度

は
比
較

法

的

に
み

て
ぎ

わ

め
て

ユ
一一
i
ク
な
も

の
で
あ

る
。

そ
れ

は

「閉
ざ

さ

れ

た

キ

ャ
ツ

ァ
制

」
(
ク
ロ
!
ズ
ド

.
シ
ス
テ

ム
)

を
採

る

西
独
、

仏

な

ど
と
異

な

り
、

「
開

か
れ

た

キ

ャ
リ
ア
制

(
オ

ー
プ

ン

・
シ
ス
テ
ム
)

と

い
、兄
よ
う
。

そ

の
意

味
内

容

は
若

干

の
説
明

な

し

に
は
理
解

困
難

で
あ

ろ
う

か
ら
、

こ
こ

で
ま
ず

、

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
に
お
け

る
現
行

の

裁
判
官
任
命

・
養
成
制
度

の
掌

を
述

べ
て
お
く

こ
と

に
飢
麗
・

な

お
、

以

下

の
説

明

は
通

常

裁

判

所

に

つ
い

て

の
も

の

で
あ

る
が

、

一
般

行

政

裁

判

所

i

l

行

政

最

高

裁

判

所

(
「
①
伊q
①
ユ
ロ
ゆq
。。
轟

件
8
昌
)
・

行

政
高

等
裁

判

所

(評
餌
圏P
ヨ
蝉
『鴨帥
齢㎡)、
行
政

地
方

裁
判

所

(一帥
口
の
.警
滑)
f

の
裁

判
官

に
関

し

て
も
類

似

し

た

シ

ス
テ

ム
が

採
ら

れ

て

い
濡
卵

裁
判
官

と

し

て
の
キ

ャ
リ

ア

の
出
発

点

は
判
事
補

候

補

生

(訪
.
犀
鋤
一・。
。。o
一鎚
三
)
で
あ

る
。

大
学

の
法

学
教

育

お

よ
び
司

法

実
務

修

習

を

優
秀
な
成
績

で
終
え
た
者

の
み
が
高
裁

に
よ
り

こ
れ

に
採
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
↑

三

月

の
期
間
、
書
記
官
、
調
査
官
的
霧

に
従
事

し
な
が
ら
裁
判
官
と
し
て
の
適
性

お
よ
び
能
力
を
き
び
し
く
審
査
さ
れ
た
う
え
、

こ
の
最
終
審
査
に
合
格

し
た
者
が
高
裁

に
よ
り
判
事
補

(訪
ω犀
巴
)
に
任
命
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

右

の
審
査

は
裁
判
官
歴

に
お
け
る
最
も
重
要

な
も

の
で
あ
る
が
、
判
事
補
任
命
後
も
高
栽

の
審
査
は
続
く
。
判
事
補

は
ま
ず
、
し
ば
ら

く
ぬ口同
裁

で
書

記

官
、

調
査

官
的
職

務

を
担
当

し
、

つ
い

で
ー

通
常

一
ー

二
年
後

-ー

地
裁

で
裁
判

官

と

し

て
の
職
務

を
行

な
う
。

し

か

し
、

一
部
の
期
間
特
別
裁
判
阪

準
司
法
馨

判
機
翠

奥

云、
政
府
喬

慈

の
公
的
委
員
奪

に
嵩

す
る
者
が
い

る
.
蘂

の

庁
や
弁
護
士
事
務
所

に

一
時
的
に
転
出
す
る
者
も

い
る
。
判
事
補
期

の
最
終
段
階

は
高
裁

に
戻
り
、
部

の
員
外
裁
判
官
と
し
て
執
務
す
る
。
(

事
実
上
、
高
裁

の
裁
判
部

は
そ

の
構
成
員
四
人

の
う
ち

天

が

ふ

つ
う
判
事
補

で
あ

る
。
こ
こ
で
高
裁

は
、
判
事
補

の
裁
判
官
と
し
て
の

好



適
性
お
よ
び
能
力
を
再
讐

す
る
機
会
を
も

つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
段
階

に
い
た

っ
て
不
適
格
と
判
断

さ
れ
る
者

は
き
わ
め
て
少

娼

な

い
と

い
わ
れ
る
・
最
低
九
月

の
期
間
を
経

て
適
格
者
と
認

め
ら
れ
る
と
、
高
裁

鍍

府

に
対
し
て
、
当
が

い
判
事
補
を
高
裁
代
理
判
事

の

(
ゴ
§

霧

.・Φωω3

に
任
命
す

る
よ
う
申
請
す

る
。

高
裁
代
理
判
事

へ
の
任
命

は
通
例
、
候
補
生
採
用
後

五
↓

年

の
時
占
渦
で
生
ず

る
。

@

こ
の
任
命
を
も

っ
て
裁
判
官

の
養
成
教
育
は

一
応
終
了
す
る
。

高
裁
代
理
判
事

は
・
期
間

の
長
短
は
別
と
し
て
山筒
整

た
は
地
裁

で
裁
判
霧

を
行
な
う
が
、
大
部
分

の
者
は
代
理
判
事
と
し
て

の
か

な
り

の
期
間
を
、
裁
判
所
外

で
過
ご
す

こ
と

に
な
る
。
政
府
各
省
、
国
会
、
各
種

の
公
的
委
員
会
そ
の
他
公
私

の
組
織

.
団
体
が
謄

の

代
理
判
事
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
郁

あ
る
調
査

は
袋

判
事

の
約
四
分

の
三
が
外
部

に
出
向
し
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
代

理
判
事

の
期
間
箋

い
。
憲
法
上
の
身
分
保
障
を
有
す
る
轟

の
裁
判
官
職
～

ふ
つ
う
は
地
蝸

事

(
.帥
a
日
"
.
)
ま
た
墜

。同
裁

判

事

(
出
・
藝

ω量

ー

へ
の
任
命
は
四
・
歳

を
過
ぎ
、
五
〇
越

朋
後

に
な
る
こ
と
も
珍
し
く
な

い
。
正
規

の
裁
響

の
ポ
ス
ト
ー

岩

の

地
裁
判
事
ま
た
は
高
裁
判
事
以
上
～

は
通
叢

終

の
も

の
と
考
・舌

れ

て
お
り
、
昇
進

は
予
定
さ
れ
て
い
な

い
。

こ
こ
に
い
た

っ
て
、

か
れ
は
裁
判
官
歴

の

一
応

の
頂
点

に
達

し
た
わ
け

で
あ
る
。

な
お
・
正
規

の
裁
判
官

の
転
任

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、

下
級
裁
判
所

(
地
裁
)
の
判
事
と
く

に
地
裁
所
長
判
事

に

つ
い
て

は
、
同

一
裁
判
所

に
お
け

る
長
期
間

の
在
任

に
よ
り
、
管
内

の
実
情

に
通
じ
、
住
民
と

の
密
接
な
接
触
を
保
持
す

る
こ
と
が
望
ま
し

い
と

　
　

レ

す

る
理

由

か
ら

強
調

さ
れ

て

い
る
。

最

後

に
・
参

考

の
た

め

に
通
常

裁
判
所

に
お

け

る
裁

判
官
職

の

一
覧
表

を
掲
げ

て
み
る

と
、
次

の
よ
う

に
な

る
。
最
高

裁
判
事

に

つ
い

て
は
・
長

官

ま
た

は
部

長

の
職
務

を
行

な

う
者

も
、

ひ
と

し
く

同

一
の
官
職

名

で
あ

る
。

正

規

の
裁
判
官

職

最

高
裁

判
所

判
事

(
言
・。簿

一㊥
轟
ユ
)、

高
等

栽
判

所
長

官

(ゴ
。<
騰餌
什辞ω
只
餌
。,一鉱
㊦
⇔
θ)
、

高
裁

部

長
判

事

(げ
。
く
搬鮮
許θ。。
一螢
印Q
ヨ
9
口
)
、

山口回
裁

副

部



スゥゴ デソにおける司法脇 修{竪および棚 舖 の養成糖

長

判

事

(
7
。
<
憎
帥
什
傅.。
触
蝕
廷
.
門
三
貯
9

く
一。
①
。
触
ユ
協α
触
ゆ
コ
匹
。
℃
渉
帥
く
鉱
。
碁

)
、

高

裁

判

馨

・
藝

・・
邑

)
・

地

方

裁

判

所

所

長

判

蔓

藝

具

地

裁
部

長
判

事

(6
げ
Oh『帥
飢
ヨ
鋤
鋤
)
、

お

よ
び
地
裁

判
事

(轟
血
ヨ
碧

)
。

非

正
規

の
裁

判

官
職

高

裁
代

理
判

事

(
8
<
感
簿
ω器
器
ω。。o「
)
、
判
事

補

(
ロ
。〈
触帥
什什ω
笥
ω
犀
量

豊

馨

量

)
・
判
事

補

候
璽

(豊

ゆ
ω冨

8

・

一
磐

政
裁
判
所

の
裁
判
官
謄

つ
い
て
も
行
政
の
文
字
が
冠
さ
れ
る
ほ
か
、
全

く
右

と
同
様

で
あ

る
・
例
え
ば
・
行
政
最
高
裁
判
事

(
「Φ
晦
Φ
『
一コ
ゆ自
。。
『
鷺

)
、

行

政

高

裁

判

事

(
惹

ヨ
ヨ
碧
感
欝

贔
O
)

の

よ

う

に

。

二

判

事

補

候

補

生

の
採

鰯

)

上
述
し
た
と
お
り
、
裁
判
官
勢

笙

歩

は
判
事
補
候
塑

に
な
る

こ
と
で
あ

り
、
候
補
生
筆

均

し
て
約

δ

月
・
裁
判
官
と
し
て

の
笙

次
的
護

教
育
を
受
け
、
そ

の
間

に
判
藩

へ
の
採
用

の
可
否
を
不
断

に
き
び
し
く
審
査
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
・

裁
判
官

の
道

を
歩
む
立.心志
が
冬

、
将
来
、
高
級
公
務
皐

企
萎

の
他
民
間

の
羅

・
団
体

に
お
け
る
幹
磯

・
餐

職

に
就

こ
う

と
す
る
者

に
と

っ
て
も
、
判
事
櫻

補
生

の
養
成
馨

を
受
け
る
こ

と
は
、
か
れ

の
法
襲

と
し

て
の
能
力

の
高
水
準
を
一爪
し
・
そ
の
履

縫

難

鑛

欝

鶴

幾

縮

飢
む
聾

慕

腎
・..
そ
れ
ゆ
柔

生
涯
を
裁
判
所
に
捧
げ
る
τ

り
の
な
い

こ
の
よ
う
な
わ
け

で
、
判
事
補
候
塑

へ
の
道

は
き
わ

め
て
狭
き
門

で
あ

り
、
最
近
は
ま
す
ま
す
競
象

激
甚

に
な
り

つ
つ
あ
る
よ

う

で
あ
る
。
候
補
生

の
採
用

は
各
高
裁

の
権
限
に
属
す

る
が
、
高
裁

に
よ

っ
て
は
数
+
人

に

天

し
か
採
用
さ
れ
な

い
場
合
も
あ
る
と
い
わ

れ

る
。

候
補
生
と
な
る
資
格
者
は

ス
ウ

、
上

ア
ン
羅

を
有

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
高
叢

判
所

規

則

(
ぎ

「婁

⑰q

§

し
。
り
〕

屋

49 (r」)
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ぎ
く
毎
暮
忽
器
5

云

δ
旨
〔以
ト

「
規
」
と
略
称
〕
四
八
条
)
。

ス
ウ

ェ
ー
デ

ソ
に
お

い
て

は
官

公
職

の
任
命

に
あ

た

っ
て
は
原

則

と

し

て
公

告

す

る

こ
と

を
要
す

る
が
、

候

補
生

の
採

用

に

つ
い
て

は
そ

の
必
要

が

な

い

(
規
四
七
条
)
。

候
補

生

を
採

騨

る
前

に
・

誉

は
簡

養

会

(「
蝕創
・・
器

ロ
ユ
.
コ
餌
ヨ
p
匹
)
の
音
覚

集

め
る
。

こ

の
委

員
会

は
袋

会
議

(後
述
)

が
指

名

す

る
部
長
判

事

天

・

高
裁

判
事

天

お

よ
び

高
裁

の
若

手
裁

判
官

協
奈

指

蚤

-
る
裁

判
部

の
構

成
.貝
た
る
裁
判
官

天

で
構

成

さ
れ

る

(
ス
〒

ネ
お
よ
び
プ

レ
↓

ン
ゲ
高
裁
執
務
細
則

(器

什m。
}

冨

窪

げ
。
<
吋餅
什絆Φコ
α
<
。圏
。。
惹

嵩
①
。
。藁

⑦
匹
昌
臓
。
)
三

条
.
糞

回

裁
の
執
務
細
則
は
い
ず
れ
も
大
同
小
異
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
、
同
高
裁
細
則

〔以
ド

「
ス
細
」
と
略
称
泥

よ
っ
て
説
明
す
る
)
。

ま

た
・

解

馨

に

つ
い
て
所

定

の
告

知
期

間

そ

の
他

の
手
続

姦

要

と
す

る
雇
用

保
護

に
関

す

る
法

律

(一.
・q

〔同Φ刈
戯
。
。。
ぢ

ヨ

麟
昌
ωけ似
一,

言
ぎ
mq
沼
胃
旨

α
)
二
九
条

お
よ
び

三

一
条

二
項

の
適
用

も

な

い

(
規
五
〇
条
)
。

な
お
・
候
璽

お
よ
び
判
瀟

の
数
に
つ
い
て
は
厳
格
慧

味
に
お
け
る
定
員
は
存
在
し
鶴

ひ
最
近
で
は
裁
判
所
外
に
お
け
る
裁
判

官
の
霧

の
契

に
伴
い
・
詣

の
非
正
規
裁
判
官
の
数
が
増
加
し
て
い
る
。
候
補
走

つ
い
て
は
正
規
の
裁
判
簸

と
し
て
将
来
必
要

　
お

　

な
数

の
約
三
倍
を
毎
年
採
用
し
て
い
る
。

三

候
補
生

の
執
務
と
そ

の
成
績
評
価

判
事
補
候
補
生

の
採
用

の
み
な
ら
ず
・
そ

の
護

警

も
吉
同
裁

の
権
限

に
属
す
る
。

そ

こ
で
高
裁

の
執
務
細
則

(霞
び
Φ
溢
o
a
巳
轟

)
は

候
補
生

の
護

警

に
関
す
る
叢

に

つ
い
て
詳
細
窺

定
を
設
け
て

い
る
。

こ
こ
で
は

マ
ル
メ
高
裁

の
そ
れ

に
つ
い
て
み
て
み
ょ
う
。

候
補
告

長
庭

よ
り
係

に
配
属

さ
せ
ら
れ
、
最
低
二

つ
の
部

で
執
務
す

る

(
ス
細
九
条
)
。
判
事
補
お
よ
び
候
補
生
肇

件

の
準
僅

つ
い
て
係
裁
判
宴

補
佐
す
る
も

の
と
さ
れ

(
痴

一
七
条
)
、

同
細
則
付
録
六

「
判
事
禦

よ
び
候
補
生

に
関
す

窺

定
」
が
さ
ら

に
こ

れ

に
関
す
る
習

を
蛋

て
い
る
・
そ

の
覇

に
入
る
汕削
に
、
轟

の
便
宜
上
ま
ず
高
裁

の
部

の
構
盛

つ
い
て

;

、
し
て
お
.苔

。
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盲同
裁
は
二
呈

の
部
に
分
か
れ
、
部
は
、
部
長
と
し
て
長
襲

た
は
翼

判
事
お
よ
び
最
低
=
一人
の
高
裁
判
塞

人
は
副
難

)
で
構

成

さ
れ
る
膝

訟
手
続
法

〔以
下

賑

」
と
略
称
〕
二
章
三
条
二
項
)
。
嚢

規
則
に
よ
れ
砦

に
加
え
て

天

以
上

の
{・同

裁
代
理
判
妻

た
は

員
外
裁
判
官
を
含
む

(規
七
条

項

)
。

葦

に
判
蕎

、
候
補
生
そ

の
他

の
瞥

が
霧

す

る

(
規
同
条
二
項
)・

裁
判
欝

と
し
て
客

議
体

は

四
人

の
裁

判
宮

を
も

っ
て
構
成

し
、

五
人

よ
り
多

い
数

の
裁
判

官

で
構
成

す

る

こ
と

は

で
ぎ

な

い

(法
二
章
四
条

一
項
)
・

も

っ
と

も
刑
事
葎

に

つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
三
人

の
裁
判
官
と
二
人

の
参
審
夢

も

っ
て
構
成
す
る

(法
同
条
.
項

)・

部
長
以
外

の
部

の
構
成
員

た
る
裁
判
官

は
各
自
、

係
を
も

つ

(規

面

条

項

)
。

事
件
は
手

係

に
分
配
さ
れ
る

(規

≡

条

一
棊

三
号
)
。
葎

の
配
占
加を
受
け
た
係
裁
判
官

は
そ

の
事
件
に

つ
い
奉

備
を
し
、

か

つ
と
く
だ
ん
の
理
由
が
な
い
か
ぎ

り
・

主
任
裁

判

官

(「O
協Φ
「P
講
什)
と

し

て
審

理

・
裁

判

に
関
与

す

る

(規

一
八
条
)
。

さ

て
、

上
記
細

則
付

録

六

に
よ
れ
ば

、
判

事
補

お
よ

び
候

補

生

の
職

務

は
お

お
む

ね
次

の
と

お

り

で
あ

る
・

e

事

件

の
準
備

-

訴
訟
記
録
お
よ
び
上
訴
状
等
の
欝

書
類
の
形
式

内

容
、
な
ら
び
に
却
下

雷

そ
の
他
適
時
の
欝

を
要
す
喬

警

つ
い
て

遅
滞
な
く
検
討
す

る
こ
と
。

2

緊
急

に
見
解

の
決
定
を
要
す

る
問
題

に
つ
い
て
は
遅
滞
な

く
係
裁
判
官

に
報
告
す
る
こ
と
。

3

期
間
等
が
遵
守
さ
れ
、
か

つ
事
件

の
準
備
が
遅
滞
な

く
遂
行
さ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

⇔

本

口
頭
弁
論
そ

の
他
の

口
頭
審
理
が
行
な
わ
れ
る
場
合

-

本

口
頭

弁
論

覚
書

(ぎ

く
鼠

穿

冨
巳

ぎ

αq
。・瞑
。
∋
Φ
ヨ
。
冨

)
ま

た
は

こ
れ

に
相

当

す

る
覚

書

を
作
成

し
、

か

つ
必
萎

と
ぎ

は
・
法

律

問

題

の

調

査

(
「警
什。。
露
鴨
。
α
息
謬

)

を
行

な

う

こ
と

。

2

弁
論

の
さ

い
灘

お

よ
び
禦

口
人

の
身

上
関
係

(
亡
①触ω◎
口
山
一一自Ω
)

に

つ
い
轟

告

す

る

こ
と
、

お

よ
び

弁
論
葉

め

に
応

じ
・
訴
訟

(51)



の
結
果

の
判
断

に
関
す

る
自
巳

の
見
解
を
述
べ
る
用
意

を
し
て
お
く

こ
と
。

㊨

弁
論

の
さ
い
書
記
官
と
し
て
執
務
し
、

か
つ
所
定

の
場
合

に
は
判
決

へ
の
提
萎

作
成
す
る

,芝

。

⑳

そ
の
他
・
事
件

ま
た
蟻

件
中

に
裁
判
が
葉

さ
れ
る
問
題

に

つ
い
て
墾

口
し
、

か

つ
裁
判

へ
の
提
案
を
作
成
す

る
こ
と
。

部

に
配
讐

れ
た
判
事
補
お
よ
び
候
補
生

の
護

教
育

の
責
任
者
は
部
縞

事

で
あ
り
、
係
裁
判
官
は
指
示
お
よ
び
個
人
指
導
を
与

、兄

な
け
れ
ば
な
ら
な

い

(
ス
細
三
九
墾

項
)。
袋

会
議

の
指
名
す

る
裁
判
官
グ

牛

プ
が
候
補
生

の
指
導

・
よ

を
担
当
す

喬

条
三
項
)。

候
補
生

の
部

に
お
け
る
執
務
期
問
中

に
、
部

の
す
べ

て
の
構
成
員

縫

補
生

の
霧

成
績

を
審
査

.
評
価
し
、
部
長
判
妻

よ
び
他

の
同

僚

旨

巳

の
見
解
を
告
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な

い

(
ス
細
四
〇
条

一
項
)
。

他
方
、

部
長
判
事

は
候
補
生

に
対
し
て
継
続
的

に
、

か
れ
の
勤
務

状
況
に
対
す
る
部

の
見
解
を
智

せ
る
よ
う
配
慮

す
べ
き
で
あ

る
。
候
壇

が
部
を
離

れ
る
と
き
、
部
長
判
事
は
聾

、
か
に
候
壇

に
、

か
れ

の
霧

状
況
に
対
す
る
部

の
繋

的
評
価
姦

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
部
が
候
補
生
を
判
事
麺

疇

す
る
よ
う
峯

す
べ
ぎ

か
ど

う

か

に

つ
い
て
疑

念

を

い
だ
く

と
き

は
、
直

ち

に
こ
の
旨

を
長
官

に
鰻

口
す
べ

き

で
あ

る

(
ス
翻

条
二
項
)。

高

裁

は
候
補

生

の
ガ
イ
ダ

三

の
た

め
の
準
則

(ユ
閃
量

2

。
『
一コ
け『。
血
.一胃
ユ
。
コ
麟
く
口
《
拶
昌
ω
け帥
=
血
ゆ
ω屏
"
一⇔
ω。
一『㊤
コ
什)
を
定

め

て

い
る

(
ス

細
付
星

,
))
・

ガ

イ
ダ

ン
ス
は
最

初

の
週

に
行

な

わ
れ

る
。
候
補

生

は
最

初

の
勤
務

日

か
ら

部

の
係

に
配
属

さ
れ

る
が
、

最
初

の
週

は
仕

事
が
軽
減

さ
れ
・
ま
た
・
新
任
候
補
生
と
交
替
す
る
先
任
候
補
生
は
、

で
き

る
か
ぎ

り
新
任
者

の
執
務
開
始
日
ま
で
係

に
執
務

し
て
い
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

四

候
補
生

の
執
務

の
内
容

判
事

補

候
補

生

の
執

務

の
手
引

と
し

て

『
判
事

補

候
補

生

執
務

便
覧

』

("

葦

.
訪
、
醤
・
一.
.℃
一§

..

.)
が
存

在

し
、

有
袈

ガ

イ
じ

フ
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54321簑 活 ッ
ク
の
役

割

藁

し

て

い
.勺
。
以

下

で

は

マ
ル

メ
高

裁

の
そ

れ

に

よ

っ
て
候
補

生

の
霧

の
内

賓

の

一
端
)
を
も

う
少

し
目
六
体

的

に

描

い

て

み

た

い
。

候
補
生

の
霧

内
竃

、
す

で
に
華

前
述

し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
約
享

れ
ば
わ
が
国

の
書
記
實

調
査
官

(
高
裁
・
最
高
拠

お

よ
び
参
与
判
藩

の
霧

を
契

凶
し
た
も

の
と
い
え
"⇔
で
あ

ろ
う
。

こ
の
候
補
生

の
補
佐

に
よ

そ

、
裁
判
官

の
霧

は
棄

の
魏

な

裁
判
活
動

の
み
暴

中
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
候
補
生

は
、
津

が
廷

分
配
さ
れ
る
や
、
原
審
訴
訟
記
録

な
ら
び
に
叢

嚢

方
杢

.同
裁

で
提
出
す

る
書
面
お
よ
び
証
拠
繕

査
検
討
し
、
法
律
懸

に

つ
い
て
調
査
研
究
し
、
必
要
な

い
し
適
切

と
認

め
る
謹

に

つ

い
て
係
裁
判
官

鰻

、寛

を

の
べ
る
ー

候
壇

に
委

ね
ら
れ

て
い
る
も

の
は
鼻

で
行
な

う
ー

な
ど
、

い
わ
ば
主
任
裁
判
寡

分
身
的

動

を
行

な
う

の

で
あ

る
。

以
下
、
本

口
頭
弁
論
を
開
く
事
件

と
そ
う
で
な

い
事
件
と
に
分
け

て
、
候
補
生

の
主
饗

霧

を
眺

め
る
が
・

そ
れ
以
前

に
も
控
訴
状

の
占
積

や
、
右
両
種

の
事
件

の
分
別

の
た
め
の
調
婁

ど
多
く

の
舞

準
備
上
必
餐

仕
票

あ

る
・
な
お
・
候
補
生
は
そ
の
職
務

の
遂

行

に
あ

た

っ
て
、

つ
ね
に
係
裁
判
官
と
密
接
姦

触
を
保
ち
、

い
さ
さ
か
で
も
疑
問

を
い
だ

く
問
題

に

つ
い
て
は
係
裁
判
官

に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ

の
場
ム
、
に
は
、
尉
題
に
対
す

る
結
論
な
い
し
対
策

を
理
由
を
付
し
て
提
案
す
べ
き
で
あ

る
・

本

口
頭
弁
論
を
開
く
事
件

そ
れ
ま
で
に
行
な

っ
た
事
件
審
理
上
必
要
な
事
項

の
調
査
を
再
施
す
る
。

ど

ん
な
証
拠
調
を
高
裁

で
行
な
う
べ
き

か

(証
拠
調
の
申
出
を
却
下
す
べ
き
か
)
を
検
討
す
る
。

本

口
頭
弁
論

の
所
要
時
間
を
予
測
す
る
。

呼

び
出
す

べ
き
訴

訟
関

係
人

に

つ
い
て
検
討

し
、

そ

の
リ

ス
ト
を
作

り
、

ま

た
、

通
訳

の
必
要

の
有
馨

を
調

べ

る
・

記
録
を
精

査
し
、
問
題
と
な
る
法
律
問
題

を
明
確

に
す

る
。

(53)

凹

　



6

dcba

「
・プ

リ

ソ
ト
」

(酢.《
。
吋
)
と

よ
ば

れ
る

判

決

の
標
題

へ
の
提

案

判

決

の
事

実
経

過

の
説

明

へ
の
提
案

本

口
頭

弁
論
覚

書

法

律

問
題

の
調

査

一
件
書
類
を
作
成
す
る
。
そ

の
内
容

は

(54)

か
ら
成

る
。

右

の
杏

頭
弁
論
審

は
・
杏

頭
弁
論

の
審
理
計
画
を
示
す
目
的
を
も

つ
。
覚
藻

裁
判
長

の
訴
裕

揮
を
容
易
な
ら
し
め
、
か

つ
、

他

の
構
成
員

の
事
件
稀

の
基
礎
と
な
る
べ
き

で
あ

る
。
例
え
ば
、
新
し

い
人
証
に

つ
い
て
は
、
.-
証
人

.
鑑
定
人
等

の
区
別
、

"u
裏

聞、

氏
名
お
よ
び
生
年
月
日
・
m
住
所
、
。w
尋
問
事
項
、

v
宣
誓

の
要
否
、
轟

問

の
畏

・
は
、
康
審

に
お
け
る
宣
誓

の
有
無
、
.w
人
証

の
出

頭

の
費
用
を
誰
が
負
担
す
べ
き

か
な
ど
、
ま
薯

証

に

つ
い
て
は
、
記
録
中

の
ど

こ
に
そ
れ
が
羅

さ
れ
て
い
.。
か
を
明
ら
か
に
し
て
お

く
むま

た
・
法
律
問
題

の
調
査

の
項
目

で
は
、
問
題
ご
と

に
関
連
す
る
条
文
、
立
法
理
由
書
、
裁
判

例
お
よ
び
文
献
資
料

を
挙
げ
る
べ
き

で

あ
る
　

さ
ら

に
:

プ
リ

ソ
ト

に
は
・

i
原
判

決
・

"u
原

判

決

に
お
け

る
少

数
意

恥

墨

嚢

書

証

の
写

し
、

'w
図
面

類

の
写

し
、

V
六
法

全

書

に
登
警

れ

て

い
な

い
法
文

を
添
付

す

べ
き

で
あ

る
。
場
合

に
よ

っ
て
は
理
響

容

易

に
す

る

た
め

に
、
図
表

を
用

い
た

り
、

特
殊

的
、

医
学
的
用
語

に

つ
い
て
説
明
を
付
す

る
の
が
適
切
な

い
し
必
要

と
さ
れ
て

い
る
。

プ
リ

ソ
ト
に
は
候
補
生
が
署
名
す

る
・
そ
し
て
参
審
事
件

に

つ
い
て
は
六
通
、
そ
の
他

の
事
件

に
つ
い
て
は
五
通
作
成
す

る
。

蓬

は

 自
分
が
保
有
し
・
そ

の
余
は
本

贔

弁
論

の
事
前

繕

盛

貝
に
配
布
す
る
。
同
鷺

、
主
任
裁
判
官

に
は
記
録
も
交
付
す
る
。

こ
れ
ら
は
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期

日
の
約

一
週
聞
前

に
な
さ
れ
る

こ
と
が
望

ま
し
い
。

7

開
廷
前

に
、
法
廷

の
録
音
器

の
機
能
が
正
常
な

こ
と
を
チ

ェ
ヅ
ク
し
、
六
法
全
書

そ
の
他
必
要
な
文
献

や
表
な
ど
を
法
廷

に
持
参

す
る
。

8

口
頭
弁
論

の
施
行
中

は
、
記
録
を
と
り
、

ま
た
録
音
器
を
操
作
し
た
り
す
る
。

9

弁
論
終
了
後

は
、

口
頭

で
事
件

に
関
す
る
判
断

の
結
果
と
そ
の
理
由
を
述
べ
る
と
共
に
調
書

の
作
成

な
ど
を
す

る
。
可
能
な
か
ぎ

り
判
決

へ
の
提
案

を
作
成
す
べ
き

で
あ
る

(そ
う
す
べ
き
か
ど
う
か
は
主
任
裁
判
官
が
決
め
る
)。

、
22

)

第

二

爵

面
審

理

の
事

件

(報
告
事
件

〔8
話
ユ
話
讐

貯
αq
。・ヨ
い
一〕
)

e

報

告

の
準
備

1

当
事

者

が
書

面
審

理

上

必
要

な
主

張

・
立
証

を
終

え
た

こ
と
を
確

か

め
る
と
共

に
第

一
1
と

同
様

の
調

査

を
行

な
う
。

2

記

録

を
精

査

し
、

法
律

問
題

を
明

確

に
し
、

法

源
資

料

を
研
究

す

る
。

3

プ

リ

ン
ト
を
作

成
す

る
。
裁
判

へ
の
提
案

と
法

律

問
題

の
調

査

は
プ

リ

ン
ト

の

一
部

を
構

成

す

る
。

プ

リ

ソ
ト

に
は
本

口
頭

弁

論

覚
書

の
プ

リ

ソ
ト
と

同
様

に
、

原
判

決

お

よ
び
少
数
意

見

を
添

附

す
べ

き

で
あ

る
。

書
証

や
図
表
類

な

ど

の
複

(作
)
製

も
構

成
員

の
理

解

を
容
易

に
す

る
と
蒋
,
え

る
と
ぎ

は
す

べ
ぎ

で
あ

る
。

プ

リ

ン
ト

は
報
告

の
さ

い
構

成

員

に
配
布

す

る
。

4

報
告

覚
黙

(凄
『Φ
締
ゆ
伽Q
口
訂
副α窺
蓄
.。
ヨ
。
溢副。
『一ε

を
作
成

す

る

(
そ
の
構
成
、
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
)
。

そ

れ

は
第

一
に
報
告

者

11
候
補

生

自
身
が

報
告

を
容

易

に
行

な
う

た
め

で
あ

る
が

、
主

任

裁
判

官

に
と

っ
て
も

記
録

の
検

討

の
さ

い
、
覚

書

の
利

用

は
有

用

で
あ

り
う

る
。

の

⇔

報
告

お
よ
び
報

告

覚
書

に
関

す

る

一
般

的
留
意

事

項

⑮

報
告

の
〔
的

は
、
部

が

報
告

さ

れ
た
資

料

に
基
づ

き

、
事
件

に

つ
い
て
論

議

し
、
裁

判

す

る

こ
と
を
可

能

な
ら

し

め
る

こ
と

に
あ

る
。

55



よ
く
な
さ
れ

た
報
告

は
、
そ

の
後

に
構
成
員
が
原
則
と
し
て
記
録
を
読
む
必
要
が
な

い
も

の
で
あ
る
べ
ぎ
で
あ
る

(主
任
裁
判
官
は
執
務
細

則
上
記
録
を
検
討
す
る
義
務
が
あ
る
が
)
。

し
た
が

っ
て
報
告

に
は
大
き
な
要
求
が
課

せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
正
確

か

つ
客
観
的

で
、
要
約

的
だ
が
完
全

で
あ
り
、
そ
し
て
明
晰

に
し
て
理
解
し
や
す

い
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
事
件

に
関
連

の
な
い
事
項

に
わ
た
る

こ
と
も
禁
じ
ら
れ
る
。

報
告

は
覚
書
を

フ
ォ
ロ
ー
し
て
行
な
う
べ
き

で
あ
る
。
覚
書

の
構
成
や
内
容

は
事
案

に
よ
り
異
な
る
。
あ
る
事
件
で
は
簡
単
な
走

り
書

で
足

り
よ
う
し
、
複
雑
な
事
件

で
は
詳
細
か

つ
包
括
的
な
も

の
が
必
要

に
な
る
。

報
告

の
手
順
も

ケ
ー
ス

・
バ

イ

・
ヶ
ー
ス
で
あ

り
、

一
定

の
型
が
あ

る
わ
け

で
は
な
い
が
、
大
部
分

の
事
件

で
は
以
下

の
順
序

に
よ
る

の
が
適
切
で
あ

る
。

1

導
入
部

a

事
件

の
提
示

b

事
件

の
概
要

の
説
明

2

資
料
部

原
審
資
料

abCde

争

い
の
な

い
事
実

当
事
者

の
主
張

(請
求
の
趣
旨

.
原
因
等
)

　
お

　

当
事
者
の
供
述

証
拠

原
判
決
の
理
由
お
よ
び
主
文

56(,5&)
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高
裁
資
料

被
告
人

の
身
上
関
係

(刑
事
事
件
)

3

報
告
者

の
見
解

お
よ
び
裁
判

へ
の
提
案

.、
の
貴

、
、
す

で
叢

高
整

た
は
高
裁

の
判
例
で
蟹

さ
れ
て

い
る
権

問
題

に
論
及
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き

で
あ

る
・
裁
判

へ

の
提
案
は
、
そ

の
籍

を
朗
読
す

る
。

.」
れ
を
も

っ
て
報
告

は
終
了
す
る
。
以
上

の
垂

目

の
内
容
が
ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
べ
き

か

は
、
後
述

の
例

に
よ

っ
て
理
解

さ
れ

る
と
思

う

の
で
説

明

は
省
略
す

る
。

墾

口
に
続

い
て
く
.
議
が
な
さ
れ
る
場
A
・
は
、
構
成
員
が
報
告
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る
か
ど

う
か
留
意
し
誤

解

の
あ
る
と
き

は
発
曽
。

を
求

め
て
そ

の
旨
を
指
摘
す
べ
き

で
あ
る
。

⇔

報
告

の
態
度

墾

口
績

稿

の
棒
読

み
で
あ

っ
て
は
な
ら
な

い
。
声

の
鍔

や
テ

ン
ポ
に
慧

し
、

で
き

る
か
ぎ

り
護

員

鏡

線
を
向
け

て
い
る
べ

ぎ

で
あ

る
。

質
問

に
よ

っ
て
中
断

さ
れ
た
と
ぎ

は
、
即
答
す

る
必
票

あ

る
籍

に
の
馨

え
る
。
後

に
報
告

で
ふ
れ

る
点

に
つ
い
て
は
そ

の
旨
告

げ

て
報
告
を
進
め
る
。
予

め
計
画
し
た
報
告

の
構
成
が

こ
わ
さ
れ
な

い
よ
う
に
す

る
。

以
上
、
便
覧
中
か
ら
墨

か

つ
わ
が
国

の
読
澄

と

っ
て
も
興
味

を
夢

と
思
わ
れ
る
部
分
を
摘
記

し
て
み
た

の
で
あ
る
が
・
さ
ら

に

理
解

の
便
皇

、
そ
の
末
髪

添
附
さ
れ
て
い
る
報
告
覚
書

の
例
を

;

次

に
訳
出
し
て
紹
介
し

よ
う
・

報
告
覚
書

(例
)

導
入
部
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a

事
件

の
提
示

木

報
告

は
・

第

三
係

の
民
事

七
三

年

二

山ハ
四
号
事

件

に

つ
い
て
で
あ

り
ま
す

。

控

訴
人

は

い
ず

れ
も

ビ

ャ
レ

(ゆ
u印
.
.ユ
)

に
居

隼

る
未

成
年

の
子

ク
ラ

エ
ス

・
ぺ

表

!

う

ド

ベ

リ

ィ

(ハQ
一四
①ω

勺
①梓O『

伊
¢
コ
山
げ
①
民ゆq
)
お

よ
び

ア

ソ

ナ

.
ヘ
レ
ー

ナ

.
う

ド

ベ

リ

ィ

(書

'・
国
。
奮

ω
象

9

邑

で
・

両
入

の
法

定
代

理
人

は
母
親

の
ビ

ィ
ル
ギ

ッ
タ

・
。フ
ラ

ム

フ
ォ
レ

(
-d
一.・Q
一θけ働

しロ
.鋤
巨

。『匹
)
(前
同

居
住
)

で
す
・

か

の

女

に

は
法

律
扶

助

法

に
吉

　訴
訟
袋

人

蒲

佐
替

し

て

ル
ソ
ド

の
バ

ー

ア
ー
ル

・
ヴ

ー

ツ

ク

マ

ソ

(ゆ
.
..臣

≦

§

琶

弁

護

士
が

つ
い
て

い
ま
す

・
被

控
訴

人

は

ノ

ル
ウ

ェ
幽

亥

・
の
舞
台

讐

ろ

ア
↓

・
う

ド

ベ

リ

ィ
(ω
け①
ロ
ω
ニ
コ
ニ
び
①
.・q
)

で
す
・

か
れ

に

は
法

律
扶
助

法

に
よ

り
訴
訟
袋

人
兼
補

佐

人

と

し

て

マ
ル

メ
の
べ

ソ
グ

ト

.
シ

.

レ
ル

マ
ソ

(じロ
.
コ
・q
θ

ω
犀
α=
.
ー

コ
)

が

つ
い
て

い
享

・
本
件

は
子

の
養

育

費

の
調
蓬

関
す

る
も

の
で
す

。
控

訴

さ

れ

た
判

決

は
、

充

七
三
年

δ

月

二

四

耳

ル
メ
地

方
裁

判
所

で
云

い
渡

さ
れ

た
七
三
年

民

事

八
九

八
号
事

件

(
同
庁
民
事
判
決

三

二
号
)

で
す
。

判

決
裁

判

官

は
地

裁
部

長

判

罪

-
ヶ

.

レ
レ
ニ
ウ
ス

(〉
巨

　

量

で
・
簡
暑

頭
弁
轡

基

づ
き
判
決
し
芒

た
。

b

事
件

の
概
要

の
説
明

二
人

の
子
す
な
わ
ち
ク
ラ
ウ
ス

・
・↑

守

と
ア
ソ
ナ

・
へ
¥

ナ
の
父
で
あ
る

ろ
T

ソ

・
う

ド
ベ
リ

ィ
は
判
決

に
よ
り
、

死

六
四
年
以
隆

子

に
対
す
る
奨

曇

の
支
払
を
命
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

充

七
三
年

δ

月

に
お
け

る
そ
の
額
は
、
各
自

に
つ
蒼

額

一
九

ヲ

。
ー
ネ
で
し
た
・

ス
テ
↓

・
う

ド
ベ
㌦

は
、
同
地
裁

に
対

し
て
、
養
育
費

の
額
を
各
皇

つ
き
月
額

=

五

ク
.
象

に
減
額
す

る
こ
と

の
訴
を
提
起

し
、
そ

の
理
由
と
し
て
支
払
能
力
が
悪
化

し
琶

・
主
張
し
ま
し
た
。
同
地
裁
は
か
れ

の
請
求
を
馨

し
ま

し
た
・
そ
こ
で
ビ

ル
キ

ッ
タ

・
プ

ラ
ム
フ
ォ
ト

は
当
高
整

対
し
て
、

ろ

T

ン

・
う

ド
ベ
リ

ィ
の
請
求
を
棄
却
す

る
こ
と
を
求
め

て

い
ま
す

。
他
方

、

ス
テ

ー

ソ

・
ス

ソ
ド

ベ
リ

ィ
は
原

判

決

を
変

更

す

る

こ
と

を
争

っ
て

い
ま
す

。
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本
件

は
親
疾

七
章

八
条

(
葬

九
年
馨

八
墓

一芝

よ
る
同
法
改
正
前
の
も
の

ー

引
用
者
注
)
す
な
わ
ち
・

裁
判
所
は
判
決

に
よ
り

養
育
費
の
禦

髪

さ
れ
た
後
で
も
鯨

象

懸

奮

轍

を
怠

(傍
点
は
原
文
で
は
傍
線
)
は
・
右
の
額

の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
ヒ.
の
楚

の
適
用
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
本
件
に
お
い
て
当
裁
判
所
が
判
断
す

べ
高

題
は
養

育
霧

者
が
旛

し
・

新
た
な
子
に
対
す

⇔
養
育
霧

を
阜

つ
に
い
た
っ
た
と
い
う
講

が
、
馨

費
の
減
額
を
基
因
す
べ

き
か
ξ

か
・
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま

す

。

ビ

ィ
ル
ギ

ッ
タ

.

.フ
一フ
ム

フ

ォ
ー
ド
も

ス
町

ソ

・
う

ド

ベ

㌦

も

本

件
が
書

面
逓

に
墓

つ
ぎ

裁
判

さ
れ

る

こ
と
を
求

め
て

い
ま

す

。
そ

.」
で
訴

訟
手
続

斐

○
章

、
二

条

三
項

(法
文
を
.測
む
)
を
適

用
す

る
か
ど

う

か
と

い
晶

禦

生

じ

享

・

私
自

身

と
し

て

は
・

本
件

の
判
断

の
た
め
に
本

口
頭
弁
論
を
必
要
と
し
な

い
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
考
え
ま
す
。

次

に
、
下
級
審

の
資
料

に

つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

資
料
部

下
級
審
資
料

a

争

い
の
な

い
事
実

ビ

ル
ギ

ッ
タ

.
,フ
一フ
ム
フ

ォ
ト

と

ス
↑

ソ

.
う

ド

ベ

リ

ー
は
か

つ
て
縮

し

て
い
芒

た
2

天

の
間

に
は

ク
三

ス

.
ぺ

ー

タ

i

(
一
九
五
九
年
生

へ27
)

)
と

ア

ン
ナ

.
ヘ
レ
↓

(
異

三
年
生
)
と

い
う

。
而
ル
が

い
手

。

冗

六

四
隻

○

月

三

日
イ

ヨ
置

テ
ず

イ
都
市
裁

判

所

は
二

人
を
離

婚
す

る
判
決

を

し

芒

た
。

こ

の
判

決

に
お

い

て
ビ

ル
ギ

ッ
タ

・
ブ

ラ

ム

フ

ォ
ー
ド

は
子

の
監
護

権

を
認

め

ら
れ

ま

し
た

。

ス
一ア
ー

ン

.
う

ド

ベ
㌃

と
ビ

ル
ギ

ッ
タ

・
ブ

ラ

ム

フ

ォ
ト

と

の
間

の
合
意

に
基

づ
高

都
市

裁
判

所

は
判

決

に
お

㈲

い
て
、

ス
岬ア
ー

ン

.
う

ド
ず

イ
は
ク
}フ
エ
ス

.

.↑

f

と

ア
ン
オ

へ
¥

ナ
が

天

歳

に
達
す

る
ま
で
・
書

に
月
額

三

五

ク

.
ー
ネ
の
養
育
費
を
支
払
う

.」
と
を
命

じ
ま
し
た
。
馨

費

の
蓬

に
関
す
至

九
六

六
年

の
葎

に
よ
る
算
定
に
萎

き
・
馨

費

弱

{…
甲閣1引山lrrH開堺 殉1四開 司遭1旧



の
額

は

一
九
七

三
年

一
〇

月

に
は
月
額

一
九

一
ク

ロ
ー
ネ

に
達

し

て

い
ま
し

た
。

b

当
事

者

の
主
張

ス
テ
↓

三

ソ
ド
ベ
リ

ぽ

訴

の
申
立
と
し
て
地
裁
が
子

に
対
す

る
養
裏

を
魯

月
額

二

五
ク

・
朱

撮

額
す

る
こ
と
を
求

め
芒

た
・
そ

の
理
由

と
し
て
・

か
れ
の
収
入

は

一
九
六
四
年
以
墜

昇

し
て

い
る
と
し
て
も
、
そ

の
養
裏

支
払
能
力

績

在
、
訴

の

霊

の
額

に
養
裏

を
減
少
す

る
こ
と
が
必
要

と
認

め
ら
れ
る
程
度

に
ま
で
悪
化

し
て
い
る
、
と
主
張

し
芒

た
。

ビ

ル
ギ

ッ
タ

・
ブ

ラ

ム
フ

ォ
ー
ド

は

ス
テ

↓

・
う

ド

ベ

㌃

の
請

求

お
よ
び
主

張

を
争

い
、

か
れ

の
養
育

費

の
支

払

能
力

に
関

す

る
事
情

の
変
更

は
な
ん
ら
生
じ
て
お
ら
ず
・

か
れ
は
y嚢

で
支
払

ぞ

き
た
蓉

費

を
支
払
う
能
力
を
有
し
て
い
る
、
と
述
べ
ま
し
た
。

c

当
事
者

の
供
述

。
頭
弁
論

に
お
い
て
当
事
者

は
、
各
自

の
経
済
的
状
況

に
つ
い
て
尋
問
を
受
け
ま
し
た
。

ス
テ
↓

.
う

ド

ベ

リ

ぽ

次

の
と

お

り
供
述

し
ま

し
た
ー

」
れ

か
ら
原
判

決
書

の
二
頁

κ
行

目

か
ら
朗
読

し
ま
す
ー

。

ビ

ル
ギ

ッ
タ

.
ブ

ラ

ム

フ

ォ
ー
ド

は
次

の
と

お
り
供
述

し
ま

し

た
ー

〕
れ

か
ら
原
判

決
書

責

n
行

日

か
ら
朗
読

し
ま
す
ー

。

d

原
判
決

の
理
由

お
よ
び
主
文

同
地
裁

は
判
決

に
お
い
羨

の
よ
う

に
述
べ
て
い
ま
す
ー

,」
れ
か
ら
原
判
決
書

三
夏

判
決
理
由
お
よ
び
判
決
主
文
L

の
習

を
朗

読

し

ま

す

l
i

。

以
上
が
下
馨

資
料

で
あ
り
ま
す
・

で
は
、

こ
れ
か
ら
高
裁

に
お
け
る
当
薯

の
申
立
お
よ
び
主
張

の
説
明

に
移

り
専

。

高
裁
資
料

控

訴
状

に
お

い
て
ビ

ル
ギ

ッ
タ

・
ブ

ラ

ム
フ

ォ
ー
ド

は

こ
う
述

べ

て

い
ま
す

(所
蕎

所
姦

読
す
る
)。

Cso) so
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ス
テ

ー

ソ

.
ス
ン
ド

ベ

リ

ィ
は
答

弁
書

に
お

い
て
こ
う
述

べ

て

い
ま
す

(所
要
箇
所
を
朗
読
す
る
)
。

当
事
者
双
方
と
も
主
張

.
立
証
を
終
、暴

し
た
。
最
終
書
面

に
は
上
述

の
こ
と
以
外

に
は
な

に
も
含

ま
れ
て
お
り
ま
せ
ん
・

ヴ

ィ

ッ
ク

マ
ン
と

シ

.
レ
ル
;

は
訴
訟
費
用
計
讐

を
提
出
し
、
そ
れ

に
よ
れ
ば
以
下

の
費
用

の
償
還
を
求

め
て
い
も

㌍
ま
ず
て

ッ
ク

マ
ン
の
計
算
書
、

つ
い
で

シ

ョ
レ

ル

マ
ン
の
そ
れ

に

つ
い
て
説
明
す

る
)
。

備
考

訴
訟
費
用
聲

書
に
つ
い
て
は
、
と
き
に
葎

問
題
の
調
査
に
関
す
る
醗

の
後
に
馨

す
る
の
が
適
切
な
場
合
も
あ
る
・

以
上
が
本
件
に
お
け

る
訴
訟
書
類

の
内
容

で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
法
律
問
題

の
調
査

に
関
す
る
説
明
に
入
り
ま
す
。

(原
文
で
は
、
以
下
省
略
さ
れ
て
い
る
)

以
上

さ
て
、
修
習
生
が
き
わ
め
て
多
忙

で
あ
り
、
不
断

の
薯

霧

姦

い
ら
れ

て
い
る
状
況
と
そ
れ
を
め
ぐ

る
論
議

に

つ
い
て
は
前
章

に

お

い
て
詳
細
に
紹
介

し
た
。
候
補

生
の
執
務

の
憲

は
ぎ

な

の
で
あ
ろ

う
か
。
最
近

こ
の
点

に
関

し
て
発
表

さ
れ
甕

料
は
な

い
・
し

か
し
、
修
習
生
以
上
に
多
忙

で
あ

る
こ
と
は
推
測
し

て
鰍
識

あ

る
ま
い
.
前
述

の
よ
う

に
、
あ

る
高
裁
判
謬

箸

に
・

「
候
璽

た

ち
鍍

隷

の
よ
う
に
働

か
ね
ば
な
ら
な
靴

と
語

っ
た
が
、

こ
の
こ
と
ば
は
右

の
推
測

藁

つ
け

る
と
い
・え
よ
う
・
そ
れ
で
も
事
獲

最

近
大
幅

に
馨

さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ

る
.
幸

い
に
従
前

の
状
態

に

つ
い
て
は
、

一
九
茜

年

に
・
現

ス
ー

ク
ホ
ル
ム
大
学
法
翠

担

任
教
授

の
ス
ン
ド
ベ
リ

ィ

(冨
8
び
芝

・
7

。自
§
魯
Φ
お
)
が
当
鷺

お
け
る
自
ら

の
候
補
生
経
鹸

を
語

っ
た
興
味
深

い
文
郭

あ

る

の

で

そ

れ

の

一
部

を
紹

介

し

よ
う
。

か
れ

は
い
う
。
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候
補
生
は
高
裁

の
す
べ

て
の
正
規

の
裁
判
官

か
ら
、
か
れ

の
裁
判
官
と
し
て
の
養

お
よ
び
努

に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
観

察

な

い
し
監
視
さ
れ
て
お
り
・
ま
た
、

こ
の
こ
と
を
+
二
分

に
意
識
し
て
い
る
。
判
事
補

に
隻

叩
す

る
か
ど
う
か
は
高
裁

の
全
体
秘
密
会

議

で
決
定
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

候
壇

の
仕
事

は
極
度

に

↑

ド
で
あ
る
が
、
そ

の
需

収
入
は
あ
ま
り
ょ
く
な

い
。
修
習
生
当
時

よ
り
も
減
少
す

.Q
と
い

っ
て
も

よ

い
・

修
翼

の
こ
ろ
は
で
き
琵

較
的
実
入
り
の
よ
い
嘱
託
霧

(地
方
搭

体
等
か
ら
の
)
を
す

る
時
間
的
余
裕
が
全
く
な
く
な

っ
て
し

ま
う
か
ら
だ
・
毎
晩
・

一
時
間
な

い
』

蒔

間
半
は
余
盆

働

く
だ
け
で
な
く
、

日
瞥

そ

の
他

の
休
日
も
す
べ

て
仕
謹

当

て
な
け
れ

ば

な
ら
な
い
・
候
補
生

に
は
私
的
生
活

の
時
間

は
な

い
。
仕
事

は
細
心

の
韮

.心力
と
完
讐

を
粟

さ
れ
る
。
「
　、同
裁
で
縫

し
て

ミ

ス

を
す
る
な
」
・
二

日
は
二
四
時
間
あ
る
、
そ
れ
茎

部
隻

L
、
三

つ
の
こ
と
す
な
わ
ち
、
不
注
意

と

ス
ウ

、
上

ア
ソ
語
能
力

の
貧
困
と

は
存
在
を
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
の
が
、
高
裁

で
語
ら
れ
る
糞

的
表
現

で
あ
,。
。
と
く
に
、
葎

問
題

を
看
過
す
る
こ
と
は
重
大
な
過

誤

で
あ

る
・
法
律
問
題

の
検
討
年

盆

し
な

い
こ
と
は
、
候
補
生

の
裁
判
官
と
し
て
の
適
格
性
姦

わ
せ
る
醤

と
な
る
。

で
は
・
な
ぜ
若
き
法
律
家

た
ち
は
裁
判
官
志
署

以
外

の
妻

で
、

こ
の
よ
う
に

↑

ド
で
、
収
入

の
あ
ま
り
ょ
く
な
い
整

殺
到

し

喜
び
と
誇

り
を
も

っ
て
働
く

の
か

(仕
事
の
多
忙
さ
に
不
平
を
訴
え
る
者
は
誰
も
い
な
い
)
.

主
要

鍾

由
と
し
て
は
、

第

匠

、

候

補

生
と

し
て
の
執
務
が
韓

霧

家

の
養
成
警

上
他

に
得
が

た
い
貴
覆

経
験

で
あ
る
こ
と
、
第

二
に
、
候
補
生

の
職
務
を
窃

裡

に
終
え
、

判
事
補
任
命

を
承
認
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
公
私

の
難

に
お

い
て
、

か
れ

の
法
律
家
と
し
て
の
経
歴
上
決
定
的

量

紫

メ
リ

.

ト
と
し
て
評
価
さ
れ
る

こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る

(官
公
腱

つ
い
て
は
、
古
来
、
高
裁
は

「吝

の
壱

学
校

〔島
。
コ
。
一く
=
岱
一..
一-q
.。ω
昇
。一帥
ロ
〕」
と
い

わ
れ
て

い
る
)
。

こ
れ
は
縫

二
〇
年
前

の
状
況

の
描
写

で
あ
る
が
、
修
習
生

の
労
働
墓

過
重
、
候
補
生
播

の
撃

率

の
激
し
疎.
な
ど

か
ら
み
て
、

蒙

的

に
は
い
ま
な
複

補
生

の
執
務

の
状
況

に
関
す
る
真
実
を
語

っ
て
い
る
、

と
考
、毛

よ
い
よ
う
で
あ
る
。

(62) sz
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へ
ぬ

　

五

判
事
補

へ
の
任
命
と
そ

の
職
務

候
補
生

の
執
務
期
間
と

い
う
険
し

い

ハ
ー
ド

ル
を
無
事

に
通
過
で
き
る
と
判
事
補

に
任
命
さ
れ

る
。

こ
れ
を
判
事
補
資
格

(ゆ
。。冨
一美
9

ハ
が

　

ヨ
o
卑
①
蕊
)
を

取
得

し
た
と
称

す

る
。

判

事
補

の
任
命

も
高

裁

の
権

限

に
属

す

る
。
判

事
補

任

命

の
形
式

的
要
件

と

し

て
は
、
司

法
実
務

修

習

を
終

え
、

か

つ
最
低

六
月
高

裁

に
お

い
て
候
補

生

と

し

て
執
務

し
た
者

で
あ

る

こ
と
が
要

求

さ

れ

る

(規
κ
二
条
)。

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
国
籍

を
有

し
な
け

れ
ば

な
ら

な

い

こ

と
、

そ

の
任
命

に

つ
い
て
は
公
告

の
手

続

を
要

し
な

い

こ
と

は
、
候

補
生

の
場
合

と

同
様

で
あ

る

(
規
四
七
、
四
八
条
)
。

高

裁

は
、
候

補

生

の
執
務
開

始
後

一
年

内

に
判

事

補

に
任

命

す
べ
き

か
ど

う

か

の
審

査
を

し
な

け
れ

ば

な
ら
な

い

(規
圧
三
条
)
。

判
事

補

の
任

命

は
高

裁

の
代

表
会

議

(ぎ

滞
αq
貯
ヨ
)

で
決

定

さ
れ

る

(規
三
四
条

一
項
六
号
)
。

そ

の
構

成
員

は
長
官

、

一
人

ま

た
は
複

数

の
部

長
判
事

(
但
し
最
高
三
人
)
お

よ
び
事
務

局
長

で
あ

る
が

(規
三

一
条
)、

候
補

生

の
判

事
補

へ
の
任

命
が
案

件

と
な

る
場
合

は
・
右

の
常
任

の
構
成

員

の
ほ

か
候

補
生

が
所

属

し

た
部

の
部

長
判

事

も
構
成

員

と

し

て
関
与

す

る

(規
三
五
条
)。

判

事
補

資
格

を
得

て
直

ち

に
他

の
職

域

に
移

る
者

は
別

と

し

て
、

裁
判

所

に
と
ど

ま

る
判
事

補

は

(
そ
の
な
か
に
は
裁
判
官
歴
を

一
生
歩
も

う
と
す
る
レ有
と
、
裁
判
所
に
と
ど
ま
る
か
ど
う
か
の
最
終
決
定
を
後
日
に
留
保
し
て
い
る
者
と
が
あ
る
)
、

し
ば

ら

く

の
間

ひ
き
続
き

候
補

生

と
同
様

の
職
務

に
従

噴

し

て
か
ら
、

管
内

の
地
裁

に
短
期

間

転
補

裁
判
官

と
し

て
執
務

す

る

こ
と

を
命

じ

ら
れ

る
。
判

事
補
任

命
後

一
-
二
年

を

ヰ

経

て
l
i

も

っ
と
早
期

の
場

合
も

あ

る
が
ー

正

式

に
地
裁

判
事

補

(瓜
コ
伽q
ω訪
qo屏
⇔
一)
と
し

て
配

置

さ
れ

廟
ひ

地
裁
判

事
補

は
通
常
、

裁
判

官

と

し

て
独

立

に
地
裁

の
裁

判
事

務

を
行

な
う

。

か
れ

は
他

の
正

規

の
裁
判

官

と
並

ん

で

一
つ
の
係

を
も

つ

(
地
方
裁
判
所
梶
則

一
二
条
)。

も

っ
と
も
事

件

の
分

配

に

つ
い
て
は
、

判

事
補

の
職
務

経
験

が
限
定

さ
れ

て
い
る

こ
と
を
考
慮

し

て

な

す

べ
き

で
あ

る

(同
規
則

=
ご
条

二
項
)
。

こ
の
点

に
関
連

し

て
と
く

に
注
意

を
惹

く

の
は
、

小

額
事
件

訴

訟
手

続
法

(
一紹

〔一〇
ご

随
。。
り
。
ヨ

.
餌
樽
断Φ
・q
伽
コ
αq
㊦
昌

ニ

ィ
一.
叶
①
塁

§

巳

切
飢
・
.

<
帥
.
鳥
①
ご
)

に

よ

る
事

件

は
判

事

補

に
分

配

し

て

は

な

ら

な

い
旨

定

め

ら

れ

て

い

る

こ
と

で
あ

る

C63)63
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(
同
条

一
項
三
号
)
。

64

判
事
種

高
裁
霧

細
則

に
よ
り
算

の
す
べ

て
の
山口阿
裁

お
よ
び
地
裁

に
お
い
て
執
務
す

る
霧

が
あ
る
が
、
実
際

に
は
こ
の
よ
う
な

ω(

こ
と

は

ま

れ

で
あ

る

。

他
方
・
判
事
禦

特
別
裁
判
所
、
準
司
法
的
審
判
機
関
、
国
会

オ
ム
ブ

ッ

マ
ソ
庁
、
消
薯

庁
、
国
会
、
政
府
各

省
、
各
種

の
公
的
委

員
会

に
嵩

す
る
例
矯

加

の
傾
窪

あ
る
。

蒔

的

に
肇

官

や
公
共
弁
護
士
霧

所

の
弁
護
士
補

に
な

.
た
り
、

さ
ら
に
笑

学

に

ハ
あ

ノ

お
け

る
研
究

の
た
め
に
休
職

す
る
者
も
あ
る
。

ま
た
・
私
的
撃

に
転
出
す
る
希
望
を
も
つ
判
篇

の
た
め
に
は
、
き
わ
め
看

利
な
休
職
制
度
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
判
事
補
は

六
月
内
は
そ
の
身
分
を
保
有
し
た
ま
ま
、
畠

猛

の
私
的
撃

-

例
え
ば
弁
華

霧

所
や
私
企
業
で
の
霧

1

を
試
験
的
に
経

験

す

る

こ
と
が
許

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ

の
場

合
六
月
後

に
な

っ
で
、裁

判
所

に
戻

り
た

い
と
思

、譲

、

無
条

件

で
そ
れ
が

認

め
ら

れ

る
・

こ

の
制

度

の
利

用

に
対
す

る
唯

一
の
制

約

は
、

高
裁

は
あ

ま

り

に
多

数

の
判
事

禦

同
時

に

ア」
の
理
由

に
よ
る
休
職

を
求

め
る

こ
と

　
　

む

が

な

い

よ
う
制

限

で
き

る
、

と

い
う

こ
と
だ

け

で
あ

る
。

さ
て
・
右

の
地
裁
判
事
補

と
し
て
の
執
務
期
間

は
〒

四
年
続
く
が
、
そ

の
期
聞
が
経
過
す
る
と
判
事
補
は
再
び
山、裁

に
呼
び
戻
さ
れ

る
・
今
度
は
高
裁

の
員
外
裁
判
官

と
し
て
、
部

の
構
成
員
と
し
て
執
務
す

る
こ
と

に
な
る
。
員
外
裁
判
官

の
任
命

の
前

に
、
短

い
鷲

期

間
が
先
行
す
る
・
高
裁

の
裁
判
部
は
四
人
構
成

で
あ

る
が
、
実
際

に
繁

つ
う
そ
の

天

は
判
事
補

で
あ

る
。

こ
の
員
外
裁
判
官

と
し
て

の
執
務

を
通
じ
て
・
高
裁

は
判
事
補

の
裁
判
官

と
し
て
の
適
格
性
を
改

め
て
審
査
す

る
可
能
隻

も

つ
の
で

あ
り
、
言
餐

、
啓

つ
す
る
こ

ヨ

と

は
高

裁

の
霧

で
も

あ

る
・

し

か
し
、

こ
の
段
階

に

い
た

っ
て
裁
判

官

と

し
て
不
適
格

と
判

定

さ
れ

る

こ
と

は
ま
黎

、あ

る
。

こ
の
員
外
裁
判
官
と
し
て
の
執
務
期
間

は
最
低
九
月
続
く
。

こ
こ
で
の
執
務
を
通
じ
て
裁
判
官

と
し
て
の
適
格
性
が
認
め
ら
れ

る
と
、

高
裁
は
判
幕

を
高
裁
代
理
判
謬

任
命
す
る
よ
う
政
府
に
申
請
を
行
な
う
。
高
裁
代
理
判
事
の
任
纏

援

府
が
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。



こ
の
時
点

に
い
た
る

の
は
通
例
、
候
補
生
採
用
後
五
ー
七
年
が
経
過
し
て
か
ら

で
あ

る
。
そ
し
て
代
理
判
事

へ
の
任
命
を
も

っ
て
裁
判
官

ハ
が

　

の
養
成
教
育
は

一
応
終
了
す
る
。
代
理
判
事

へ
の
任
命
以
降

の
悶
題

に

つ
い
て
は
別

に
章

を
改

め
て
詳
説
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

スウェーデソにおける司法実務修習および判事補の養成教育

六

結

語

ス
ウ

ェ
ー
デ

ソ
に
お
け

る
判

事
補

養
成

教

育
制

度

に
対
す

る
筆

者

の
確
定

的
評
価

を
述

べ

る

の
は
、
高

裁

代

理
判
事

へ
の
任

命

以
降

の

問
題

を
も

取

り
扱

っ
た
後

の

こ
と

に
留
保

し

て
お
き

た

い
。

以
下

に
は
と

り
あ
え
ず

中

間
的
感

想

と

で
も

い
う

べ
き

も

の
を
記

し

て
お

く

に

と
ど

め

る
。

」
辺

の
よ
う

な

ス
ゥ

ェ
ー
デ

ン
の
判

事
補

養

成
教

育
制
度

は
、
す

ぐ
れ

た
裁

判
官

の
嚢
成

と

い
う
見

地

か
ら

は
ぎ

わ

め

て
高

く
評
価

す

べ
き

だ

と
考

、κ
る
。

の
み
な
ら
ず
、

正
規

の
裁
判

官
職

が
最

終

的
な

も

の
と

さ
れ
、

転
任

が

ほ
と

ん
ど
な

い
と

い
う

の
は
キ

ャ
リ

ア
制

に

お

い
て
は
理
想

的
状

態

に
近

い
と

い
、兄
る
か
も
知

れ

な

い
。

そ

の
反
面

、
代

理
判

事

ま

で
の
期
間

は
実

際

に
裁
判

官

の
職
務

を
担
当

し
な

が

ら

、

裁
判

官

と

し

て

の
身
分

保
障

を
与

え

ら
れ

て

い
な

い
こ
と

は
、

裁
判

(官
)

の
独

立

と

い
う
見

地

か
ら

は
す

こ
ぶ

る
問

題

が
あ

る

よ
う

な
疑

問

を

い
だ

か

せ
る
。

し
か
し
、

こ

の
疑
問

を
解

く

た

め
に
は
、

わ
れ

わ
れ

は

ス
ウ

ェ
ー
デ

ソ
の
裁

判
官
任

命

・
養
成

制
度

に

つ

い
て
も

っ
と
多

く

の

こ
と
を
知

る
必
要

が

あ

ろ
う
。

こ

こ
で
は

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
の
代
表

的

訴
訟

法
学

者

エ
ー

ケ

レ
ー
ヴ

の
所

説

を

つ
ぎ

に

引

用

し

て
、

一
応

の
答

え

と

し

て
お
ぎ

た

い
。

か
れ

は

い
う
。

「
裁
判

官

が
職

務

の
遂
行

に
あ

た

っ
て
、
昇

進

を
得

る
と

い
う
自

己

の
利

益

の
顧

慮

に
誘
惑

さ
れ
な

い
よ
う

に
す

る
た

め
に

は
、

む

し
ろ
す

べ

て

の
争

訟
事

件

の
裁

判

は
、

正
規

の
裁

判
官

で
、

し

か
も
終

局

的

ポ

ス

ト
に
あ

る
者

に
よ

っ
て
行

な
わ
れ

る
べ
き

で
あ

ろ
う
。

…
…
し
か
し
、

こ
の
原
則

は
わ
が
国

で
は
採
用
さ
峯

、
い
な

い
。
わ
れ
わ
れ

黙

虞

暴

獣

制
を
採

っ
て
お
り
、
さ
ら

に
教
育
的

観
点
に
加
、兄
て
、
正
規

の
裁
判
官
職
を
希
望
す

る
者

は
、
実
務

に
お

い
て
そ

の
適
格
性
を
証
明
す
る

こ
と
が
望

ま
し
い
と
す
る
考
慮
が
・

C65}G5



若

い
法
曹
が
か
な
り
広
範
囲

に

一
時
的
任
用

に
基
づ
ぎ
裁
判
官

の
職
務

に
従
事
す

る
こ
と
を
正
当
化
す
る
、
と
考
・兄
ら
れ
て
い
る
の
で

　
む

ノ

あ

る

。

(
傍

点

は
原

文

で

は

イ

タ

ー-
・
ッ
ク
)
」

な
お
、

笙

章

の
奄

に
司
法
霧

修
習

の
ち

.
差

し
て
述
べ
た
二
点
は
、

多
く

の
判
事
補

(
羅
験
者
)
が
公
私

の
組
織

.
藤

の
法
律
職

な

い
し
幹
部
職
と
し
て
進
出
す

る
こ
と
に
よ

っ
て

一
層
強
化
さ
れ
、
高
め
ら
れ
て
い
る
事
実

に
と
く

に
注
目
し
て
お
ぎ

た
い
。

こ
の
よ
う

に
多

量
の
法
律
家

し
か
も
裁
判
官
的
思
考
な
い
し
ト

レ
ー

ニ
ソ
グ
を
高
度

に
身

に

つ
け
た
i
l

を
必
要
と
す

る
国
家
機

構

や
社
会

を
必
ず

し
も
積
極
的
、
肯
定
的
に
評
価
し
な
い
見
方
も
、
も

ち
ろ
ん
あ
り
う

る
で
あ
ろ
う
。

こ
と
は
比
較
法
文
化
論
の
基
本
問

題

に

つ
ら
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
こ
に
是
非
指
摘

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、

ス
ウ

ェ
ー
デ

ソ
の
よ
う
な
高
度
福
祉
国
家
が

適
正

か

つ
民
主
的

に
機
能

し
う
る
た
め
に
は
、
過
度

と
思
わ
れ
る
ほ
ど

の
文
字

ど
お
り
の
法

の
支
配

の
徹
底
が
必
須
条
件
な

の
で
は
な

い

か
・
と

い
う

こ
と
で
あ
璽

そ
れ
を
欠
く
福
鮎

家

は
、
僅

め
の
な
い
恐
意

禽

敗

へ
の
危
険
を

つ
ね
に
内
蔵
し
て
い
る
.」
と
を
、
わ

が
国
を
含
む
多
く

の
国

々
の
現
実

は
!

体
制

の
差
異

を
超
え

て

証
明

し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
実

に
法
律
家

の
護

の
問
題

は
、
現

代

国
家

の
在

り
方

と
深

く
関

わ

り
合

っ
て

い
る

こ
と
を
知

る
べ
き

で
あ

ろ
う
。

66css)

(1
)

拙
稿

「
法
曹

一
元

(論
)

の
試
論
的
検
討
」
神

奈
川
大
学
法
学
研
究
所
年
報
4

(
一
九
八
三
年

)
六
、

一
一
-

一
ご
頁
参
照
。

(
2
)

以
下

の
記
述
は
主

と
し
て

。。
o
葺

。
課

軒
ゆ①

o
§

藷

&

§

「訂

p
偶
ω
』

占

蒔
し

ω
・。

に
よ
る
。

な
お
・
従
前
に
お
け
る
裁
判
官

の
任
命

・
叢

制
度

に

つ
い
て
は
、

。。
。
葺

霧

n
α
二

Φ
§

冨

§

帥
畠

§

9

≦
ω
・,
鋤
。
『
に
餌
づ
剛⑳p
¢
。
コ
㎝
-
¢
仲甕

β
帥昌
・、
・。
暉

。
9

量

巨

α。
9

軽

#
艶
晦
。
「
<
己

魁
§

。・
8

ぎ

6

…

。。
r

・。
P

ω
O
C

一。
q
。
"
ミ

U
。
暴

量

舜

昌
・。
」

ア

器

な
ど
を
参
照
。

(
3
)

ω
・
c

歪

ま

.・』

†

罫

但

し
、
そ
の
後
行
政
裁
判
雑

織

の
改
革

(第

一
難

判
所

の
統
合
化
)

に
よ
り
、

同
書

の
記
述

は
古
く
な

。
て
い
る
箇
所

が
あ

る

・

ω
O
C

ち

。・
一
"
誤

H
似
易

贔

簿

o
「
昌
"
切

語

蹟

o
ヨ

「
豊

①
-
〉

山
ヨ

ぎ

一も。
#

9
二
く

芝

魅
冨

洋

。。
O
「
o
o
o
。。
。。

駒。
・
⑩

参

照

。

?

)

政
府
各
省
に
お
け
る
蟻

黛

判
事
の
役
割
の
重
覆

ξ

い
て
、
拙
肇

ス
ウ

、
塁

ン
の
嚢

囎

院

(
富
oq
「
巴
雲
)
と
新
し
い
立
藩

問
院
法
」
禦

川
法

学

一
六
巻

一
号

(
一
九
八
〇
年
)

六
〇
、
六

二
頁
等
参
照
。

 (
5
)

ω
O
q

§

野

Φ
①

9

㎝
劇
・



スウx一 デソにおける司法実務修習および判事補の養成教育

(6)て餐

齢
誕

糖
讐

.灘

難

.雛

雛

聾
懇

軽

郡
恥焔騨

響

熊

る
の
で
あ
.⇔
。
正
規

の
裁
判
官
職

へ
の
器

が
著
し
く
遅
く
な

っ
て
い
る
こ

と
が
判
明
す

る
。
ω
<
藷

Φ
ω
.・
霧

惹

窪

Φ
『
譲

に
よ
り
調
査
・

(
7

)

勺
。
「

9

。
{

じd
。
箆

ぎ

αq
・
↓
轟

益

偉
①

ぴq
ぎ

αq
碧

(
b。

儒
セ
㌘

お

謡

)

酔

一
一
嚇

ω
O
¢

一
⑩
紹

"
ミ

卯

繊

・

(
8

)

ω
()
ご
.
一
り
窃
O

師
一
刈

加
.

恒
一
.

(9㎡蝶

麟

蒲
鰻

艦欝

謙
鐸
蜜
、露

駿

蕪

曝
羅

鋤樋

(
m

)

ω
轟り
ご
「
一
⑩
M
心

艸
Φ
①

6腔
.

㎝
卜o
・

」雛
糠
灘
離
鵜
鎌
織

(
B

)

Q自
∩
}q

圃
O
刈
軽

"
¢
①

oo
劇

一
ω
望

館
舗
饗
覇融
蘭線
撫
鞭雛
無
鞭
灘
羅
瞭謙
塑
)襯
罐
縦
癖
鷺
麟

(61
)
禽

墾

計

雛

難

輪

.、、
五
っ
の
部
が
φめ
り
、
・で
の
典
型
的
な
構
成
は
、
部
髭
判
諜

部
長
判
灘

裁
判
事
ご
、
薯

葺

判
轟

(67)67
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(71)て魏灘

難

鍵

黙

～哨纐繕

藻

鶴

岬灘

構

魂
蹄
も樋搬

擁

燗す熟

難

H
コ
h
o
門
ヨ

鋤
鉱
o
"

匹

一

ゴ
餌
ヨ

コ
血
①
B

勲
コ

一

げ
o
く
「
飲
障

(
一
㊤
刈
ゆ
)

参

照

。

(Bガ
聖
無
翻
蘇
齎
細
灘
響
備
牲総
綴

わ繍
麓
饗
搬
い碗
傭
縮

儲
犠
甑
弊
蒔
穀
網
鑓
煽
福
癒

な
れ
な
か

っ
た

ヶ
ー
ス
が
あ
る
・

こ
の
場
合
は
誉

が
候
墾

を
呼
を

c
判
蒲

任
命

の
見

込
み
が

な
b

口
云

い
渡
す
。

こ
れ

に
対
し

て
は
不
服
申

立
は

で
き
な
し

そ

の
候
葉

は
弁
準

霧

所
・
行
政
庁
・
磐

篭

職
を
得

る
こ
と
に
な
・る
。
長
官
は
就
職

の
世

話
も
す
る

と
い
う

(
以
上
、
前
記

ア
ス
ペ
リ
ー
ン
判
事
と
の
イ

ン

タ
ビ

ュ

ー

の
結

果

に

よ

る

)
。

魏

脚
継

鞘

難

雛

鍵

鹸
籠

鴇

夢

鷺

響

(　

　

　

Φー

)
の
紹
介
患

ー

」
藁

(12
)雑
諌

選

湯
鑑

爺

穂

雛

ヅ
付
さ
れ
る
・
そ
れ
は
評
議
響

の
必
要
的
羅

項
で
あ
る
(法
六
章
三
条
亀

判
馨

に
お
け
る
必
要

熱
糠
薦
繋辮
藏
雛
繁
鱗薙
難擁
灘

(%
)下
鑓

理
人
と
補
佐
人
と
の
莚

つ
い
て
は
・
拙
稿

「
ス
ウ
エ

ン
の
輩

制
度
」
第
重

以
華

会
編

『諸
外
国
の
弁
護
士
制
度
;

九
七
山ハ
年
)

(
52
)ご
解

轍

縫

曇

論
と
も
い
う
・
こ
れ
に
つ
い
て
讐

・
ー

一・豪

暮

・・
<

(㎝
邑

㊤・・N》

刈鉾

拙
稿

「
ス
ウ
.
-
一ア
ン

民
事
訴
訟
法

の
素
描
」
判
例

タ
イ

ム
ズ
ニ
六
〇

号

(
一
九
七

一
年
)
七
頁
参
照
。

(%
)

「
法
令

の
適
用
の
み
が
盟

と
な
っ
て
い
系

件
に
つ
い
て
、
導

裁
判
所
が
杏

頭
弁
論
の
必
要
が
な
い
.」
と
が
明
ら
か
と
認
め
る
と
き
は
、
当
薯

双
方
の
申

立
に
基
づ
き
本

口
頭
弁
論

な
し

に
裁
判
す
る

こ
と
が
で
ぎ
る
。」

("
)

第

蚕

注

(3
)
参
照
』

九
七
・
年
委

で
存
在
し
た
響

に
お
け
垂

難

判
所
で
あ
る
。

一
九
主

年

百

百

か
ら
、
従
来
の
第

簸

判
所
で
あ
る

68(68)
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地
区
裁
判
所

(『
助
塊
餌
q
㎝
「
似
樽弊)

と
都
市
裁
判
所

(
轟
胤
7
器

感
障
)

と
が
廃

止
さ
れ
、
統

一
的
な
地
万
裁
判
所

(瓢
訂

伽q
。。
鼓
穽
)
制
度
が
発
足
し
た
。

(
28
)

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
法

で
は
、
訴
訟
費

用
は
弁
論
終
結

群
ま

で
に
そ

の
償
選
請
求

を
申
し
立
て
、
か

つ
そ

の
明
細
を
開
示
し
て
お
か
な
い
と
そ
の
後
に
は
請
求

で
き
な

く

な
る

(
法

一
八
章

}
四
条
)
。

そ
し
て
裁
判

所
は

判
決

の
な
か
で
、

つ
ね
に
訴
訟
費
用
償
還
蒲
求

盗

の
有
無

お
よ
び
そ

の
明
細

(弁
護
士
費
用

の
額
も
)

を
決
定
す

る

(同
条

二
項
)
。

わ
が
国

で
い
え
ば
訴

訟
費
用
額

確
定
決
定
が

つ
ね
に
判
決
中

で
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

(
29
)

」第

一
章
注

(
39
)
、
前
注

(
18
)
参
照
。

(
30
)

後
注

(
31
)

の
ス
ン
ド
ベ
リ
ィ
と

フ
ユ
ル
シ

ュ
ト

の
各
論
文

が
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(
31
)

』
ロ
8

σ
≦

男

m
駕
⇒
魯

・
㊧

≧

貯
話

鑓

ぎ

く
益
器

訪
路

巴

(a
「巴

轟
αq

冨

㎞一無

℃
》

甘

「
翼

8
N夏

巳

象
ω

琶

R

門
帥
頭

ま
「

甘
諺

ω
陣鼠

Φ
冨
琶

㊦

勘

ζ
"
や
。。働
一叫

ゴ
O
ω
酌ゆ
訂

一
り
竃
)
↓
ω
〉

窃
刈
O
鯵

恥
q
㊤
1

3
艸

こ
の
文
章
は
、
同
誌
上

の
ス

ン
ド
ベ
リ

ィ
の
論

又

閃
①
ヨ
8
導

腎
「
①
坤
O
贔

什
卯

蒔
軌
一
以
下
の
末
羅

に
添

附
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
右
論
文
は

、

一
九
七
〇
年

に
二
月
間

ス
ヴ

ェ
ア
高
裁

の
員
外
裁
判
官
と
し
て
執
務
し
た

ス
ン
ド
ベ
リ
ィ
が
自
ら

の
候
補
生
お
よ
び

判
事
補
当
時

の
同
高
裁

の
状
況
と
比
較
し

つ
つ
、
現
在

に
お
け
る
候
補
生

の
執
務

内
郭
の
著
し
い
質
的

・
蚤
的
低
下
鯨
を
激
し
く
批
判

し
た
も
の
で
あ
為
。

こ
れ

に
対

し
て
は
、
↓
ω
〉

一
Φ謡

幹

這
鱒
以
下
に
同
高
裁

部
長
判
事

の
フ

ユ
ル
シ

轟
ト

(勺
Φ
「
じ弓
「
一6
評
閃
=
『
㎝
併)

が
、
こ
れ
ま
た
手
ぎ
び
し

い
調

子
の
再
批
判
を
寄
せ
て
い
る
。

↓
「㊥
件諏
o
帥
「
①
津
Φ
h

ω
く
即
『
叶聾

』-鋤
o
o
ぴ
≦

・
男
・
ω
認
昌
創
竃

「
肉

が
そ
れ

で
あ
る
。

(
32
)

前
注

(
9
)
参

照
。

(
33
)

か
な
り
古
い
資
料

で
は
あ
る
が
、

一
九
四
〇
年

代
に
お
け
る
候
補
生
の
成
績
に

つ
い
て
紹
介
し

て
み
よ
う
。

年

次

候
補
生
採
用
数

中
退
者
数

合
格
者

(
判
事
補
被
任

命
者
)
数

不
合
格
者
数

(
ス
ヴ

ェ
ア
高
裁
)

一
九
四
三

四
八

儲
三

一
九

一
六

一
九
四
四

四
二

一
一

一
五

一
六

(
マ
ル
メ
高
裁
)

一
九

四
三

八

〇

八

〇

一
九
四
五

一
〇

〇

一
〇

〇

(
G自
O
q

一り
幽①
H
㎝
刈
。・
5
一
91ω

に
よ
る
。)

(
34
)

ω
O
q

一
㊤
録

"
り
φ
興

窃
P

な
お
、

こ
の
地
裁
勤
務

は
判
事
補

に
と

っ
て

一
般
に
、
「
最
も
楽
し

い
時
期
」
と
み
ら
れ
て
い
る
。
労
働
負

担
は
比
較
的
軽
い
し
、

し
て
責
任
あ
る
職
務

を
行

な
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。
ω
=
コ
鳥
ぴ
Φ
『
堕

8
ω
〉

。。
.
劇α
卜o・

(
35
)

ω
O
q

お
凝

"
りφ
p

躍
ー
U
ω
・

(
36
)

心0
=
瓢
島
σ
Φ
「Oq
・
鋤
・
騨

9

ら
0
ω
お
よ
び

ル
ン
ド

地
戯
の
メ
リ
ー

ン

(ω
2

困①

㌘
竃
臨
昌
)

判
事

と
の
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
の
結
果

に
よ
る
。

独
立

<69)fig



(
73
)

8

三

㊤
罫

り
3

㎝
ω
L

か
し
、
そ
の
罷

性
は
存
在
す
る
わ
け
で
、
判
事
補
ど
こ
ろ
か
高
裁
代
轟

事
で
不
籍

と
し
て
解
任
さ
れ
た
事
禦

、

近
年

ス
ヴ

ェ
ア
高
裁
で
あ

っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る

(
前
掲
ア
ス
ベ
リ
↓

判
事
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ゐ

結
果
に
よ
る
)
。

(
38

)

ω
O
¢

一
〇
設

輯
8

9

鍋

U
o
ヨ

。・
ε

冴
く
賃

冨

∬

U
o
ヨ

ω
仲
。
『
く
似
ω
Φ
譜
血
。
戸

国
口

勺
「
①
。。
o
ロ
停
鎖
二
。
昌

幹

轟

(
39

)

国
醤
巴

O
廿

閑
馨

器

窃q
》
口
αq

一

(
刈

犀
や
"
・

お

◎。
◎
)

ω
・

一
〇
◎◎
・

(04
)

こ
の
点
に
関
連
し
て
・

干

ケ
レ
み

が
、
裁
判
宮
の
篇

者
に
と

そ

他
の
醤

の
職
域
姦

る
こ
と
の
轟

性
を
鵜

し
つ
つ
、
西
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
短
諮

寛

学
的
な
薯

は
あ
ま
り
警

的
価
築

な
い
・
相
当
期
間

(
;

の
駿

に
お
い
三

年
ぐ
ら
い
)
自
己
の
建

に
お
い
憂

際
に
霧

を
行
な
わ
せ
る
.」
と
が

必
要
だ
・
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
顧
み
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
量

9

ω
脅

蒙

㎝・
悼
鎚

逆
の
.」
と
す
な
わ
ち
裁
判
官
以
外
の
法
簑

の
駿

に
進
む
者
が

裁
判
宮
的
思
考

.
馨

を
箆

つ
け
乏

は
短
期
間
の
畢

的
修
習
は
あ
ま
り
藻

が
な
い
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
あ
る
程
屡

で
わ
が
国

の
司
法
修
習
の
経
験
な
い
し
実
績
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
14
)

ス
ウ

ェ
ー
デ

乏

お
け
る
公
費

の
廉
潔

釜

さ
は
伝
統
的

に
定
評

の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ

の
イ
メ
ー
ジ

は
裁
判
庭

近
い
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
点

に
つ
い

て
は
別
廼

お
い
て
詳
論
す
る
予
定
で
あ
り
・

こ
・に

は

シ

ュ
ミ

ッ
ト
お
よ
び

ス
ト

レ
よ

ホ
ル

ム
の

「
か
れ
ら

の
霧

遂
行
に
お
い
て
、
責
任
あ
る
地
位

の
霧

員

は
自
身

を
裁
判
官
墜

在

暑

と
み
な
す
だ
け

で
な
く
、通
常
裁
判
所

に
よ

っ
て
矯

さ
れ
て
い
る

原
則

に
近
似
す
る
そ
れ

に
従

っ
て
仕
事
を
す

る
の
で
あ
る
。」
(国
。
,

蓄

彗

ヨ
簾

9。
己

ω
鼠

ω
ま

ヨ
7
。
葺

H
。
。・
巴

く
釦
冨

貯

ω
幕

ユ
2

〔藝

〕
。
』

)

と
い
う
、

外
国

の
襲

覆

と

っ
て
は
い
さ
さ
か
驚
く

ぺ
ぎ
こ
と

ば
を
引
用
し

て
お
く

に
と
ど
め
る
。

、

ま
た
・
ボ
ル

デ
ン
姦

授
は
響

に

「
公
務
員
は
他
人
か
ら
の
甥

に
ぎ
わ
め
て
神
聾

だ
。
か
れ
が
誕
告

に
、
多
少
な
り
と
も
霧

に
関
係
あ
薯

力
ら
ワ

イ
ン
を
数
本
受
け
取
っ
た
と
す
れ
ば
、
警
察
は
汚
職
の
疑
い
を
か
け
捜
査
に
着
手
す
る
だ
ろ
う
。」
と
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

お

わ

り

に

以

上

を
も

っ
て

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
に
お
け

る
司
法

実
務

修

習

お

よ
び
判

事
補

の
養

成
教

育

に
関

す

る
紹

介

を
終

る
。

顧

み

て
わ
れ

な
が

ら

叙
述

の
繁
簡
精
粗

の
不
統

一
が
昌

つ
く
感
が
す
る
の
を
否

め
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

一
半

の
理
由
が
筆
者

の
能
力
不
足

に
あ
る
け

れ
ど
も
・

同
時

に
、

筆
者
な
り
に
わ
が
国

(
の
読
者
)
に
と

っ
て
有
用
な
知
見
と
考
・兄
る
も
の
ー

そ

の
判
断

の
当
否

は
別
と
し
て
ー

に
力
点

を
置

い
た

こ
と

に
も

よ
る
。

ま

た
、

本
稿

の
内

容

は

ほ
と

ん
ど
た

ん
な

る
紹
介

に
と
ど

ま

り
、

対
象

の
批
判

的
検
討

に
ま

で
お

よ

ん

で

い
な

い
が

・

こ

の
点

に

つ
い
て

は
前
述

し

た
よ
う

に
、

い
ず
れ
高

裁
代

理
判

事

へ
の
任

命

以
降

の
糊
題

を
含

め
、

こ
の
国

の
裁

判
官

X70) 70



任
命

・
養
成
制
度

の
全
容
を
紹
介

し
た
上

で
改

め
て
行
な
う

こ
と
に
し
た

い
と
思
う
。
(了
)

(
第

一
章

一
九
八
二
年
九
月
、
第
二
章

翌
八
三
年
九
月
脱
稿
)

第

一
童
・注
(
32
)
の
補
記

一
般
労
働
時
間
法
ぽ

叫
九
八
三
年

一
月

一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
労
働
時
間
法

(鍵
幕

窪
賦
静
貯
αq
Φ
調

〔
一㊤
。。
卜。
ふ
お
〕
)

は
原
則

一
五
〇
時
間
が
二
〇
〇
時
間
と
な

っ
た
ほ
か
は
、
従
前
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る

(
新
法
八
条
、

一
九
条
三
号
)
。

に
と

っ
て
代
わ
ら
れ
た
が
、

超
過
勤
務
に
つ
い
て
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